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１ 総合地方機関の現状と課題について

①県・市町の役割分担

県道は県、市町道は市町と、道路管理の面で県と市町の役割は一定、分担されてい

るものの、総体として本庁・振興局等を合わせた県と市町の間で、そもそも役割分担

が明確でないところがあり、重複・類似する施策・事務事業がある。県と市町の役割

を明確にするとともに、県と市町の協働体制を確立することが必要である。

なお、県と市町の役割分担について、度が過ぎると無責任になる。県と市町で重複

する部分を残し、重複する部分については、専門性を持つ県と現場をよく知っている

市町がパートナーとして補完し合うことも検討されるべきとの意見もある。

②本庁・振興局等の役割の明確化

県庁の分権化を進め、地域のことは地域で責任を持って、機動的、総合的に対応す

ることを目指し、「ミニ県庁」として振興局等が設置されているが、実態は制度的・

予算的にもミニ県庁とは言えないのではないか。

振興局等の権限が弱いため、サービス提供や危機管理などの部門を除き必要性は少

なく、特に総務的部門は県庁の出先的な機能しかなく必要性は少ないのではないか。

振興局等に言えば本庁の仕事だと言われ、本庁に言えば振興局等の仕事だと言われ

たり、振興局等ではなかなか結論が出せないことが多い。本庁と振興局等の役割分担

やどのように連携をとり合っているのかが分かりにくい。各地域において振興局等が

主体的に事務を行うためには、本庁と振興局等の役割を明確にするとともに、本庁か

ら振興局等への実質的な権限移譲、事務委任を進めるべきである。

③振興局等の専門知識の活用

振興局等では専門的な見地から、現場において市町に助言等が行われている。県職

員の専門性を評価するところであり、振興局等における県職員の専門性の活かし方、

人的活用を考えるべき。

なお、県が高度な専門性を持つとの認識から、町を中心にいくつかの市町では振興

局等の存在は大きいとの思いがある。

④振興局等の組織、機能

振興局等では、複数の部課が一箇所に集まっていることから、分かりやすく、便利

であるが、一部において、振興局等や振興局等の課の事務分掌が県民には分かりにく

いところがある。

一方で、振興局等は、県民にとって県行政を身近に感じるところであり、気軽に相

談できる機関である。地域の実情をよく理解したうえで専門性を活かした助言をいた

だいている。

振興局等では、県土発展や県民サービスの観点から圏域内の均衡を保持する役割を

果たしている。一方で、市町の振興発展の観点からは、県の広域的、専門的な広域自

治体としてのリーダーシップの発揮が期待されるが、地域の特性への対応が図られて
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おらず、振興局等のビジョンが見えてこない状況である。

なお、総合地方機関の現状と課題を市町別に分けて整理すると、市の意見としては、

広域的な課題に対する調整など総合地方機関としてのリーダーシップに着目する意見

が多く、現在の総合地方機関の役割を評価し、見直しに反映すべきとされている。一

方、町の意見としては、行政の執行面からの課題に対する助言など補完機能に着目す

る意見が多く、住民にとっての総合地方機関の役割を整理すべきとされている。

また、地域別に整理すると、総合調整機能を有する南部振興局や湖東地域振興局の

管内では本庁と振興局等との二重行政、役割分担が不明確、権限移譲が中途半端など

本庁と振興局等の関係に着目する意見が多い。高島県事務所の管内では圏域振興に着

目する意見、甲賀県事務所や東近江・湖北地域振興局の管内では、県（県職員）の専

門性に着目する意見が多かった。

２ 現在の総合地方機関に対する評価について

（１）地域経営機能について

振興局等に対しては、圏域内の総合的な地域経営体として、圏域における地域振興

を強く期待するが、振興局等における圏域ごとの地域振興ビジョンがないため、地域

の特性を活かすような地域振興や、市町や県民の立場に立っての県市町が一体となっ

た地域振興は、一部の事例で見られるものの全体として十分行われているとは言い難

い。

管内のビジョンや方向性等を示し、地域全体を捉えた活性化策を展開するとともに

地域経営におけるリーダーシップを発揮することが求められる。

圏域振興には、県域の実情を把握し、圏域ごとの県政推進の役割を担う振興局等と

市町との連携・調整が重要である。振興局等は本庁との間を取り持つところでもあり、

市町に対する広域的、専門的な視点での支援や、情報提供、市町と県との調整連携等、

圏域の調整を期待する。

なお、地域振興や地域経営は市が主体的に行い、振興局等は市町の計画を把握し、

取りまとめることに加え、それをもとに地域全体を捉えた活性化策を行うことが必要

との意見がある一方で、県内一律に圏域ごとの振興局等による地域経営の必要性には

疑義を持ちつつも、地域の実情に応じた重点的な地域経営も考えられるべきとの意見

もあった。

市町別に整理すると、あまり大差はないが、地域別に整理すると南部振興局の管内、

東近江・湖東地域振興局の管内では広域的な観点から振興局等のリーダーシップが必

要との意見が多くなり、高島県事務所管内では県の地方機関による重点的な地域経営

を必要とする意見、湖北地域振興局の管内では圏域を越えた市町間の調整も必要との

意見が多い。また、地域によっては、行政組合が地域経営の調整機能を果たしている
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現状から、行政組合に対する県職員の派遣など、行政組合の機能強化が必要との意見

もあった。

（２）総合調整機能について

本庁の複数課にまたがる事務について、振興局等なら一箇所で助言してもらえると

いう側面があるが、本庁の縦割行政がそのまま地方機関にあり、複数の部課にまたが

る事務の調整機能が働いているか疑問もある。

振興局等における総合調整機能はほとんど機能していないので振興局等の必要性は

低いとする意見や、各セクションの業務が専門化しているので、振興局等に調整機能

まで期待するのは無理とする意見もあった。

また、市町優先の原則や補完性の原理から、例えば、ニート対策・引きこもりなど

市町の個別の課題に対し、振興局等に広域的な観点での補完性は感じられないとの意

見もあった。

県の整理では、総合調整機能を部局横断的、機動的な対応を行うための調整機能と

しているが、市町から振興局等を見るとき、振興局等としての圏域内市町間の総合的

な調整という側面がある。

市町別に整理すると、市の意見の中には、管内市町間の調整機能があるとは言い難

いとする意見があるのに対し、町の意見としては、同機能により各市町間のプラスに

なっている部分が多くあるなど、肯定的な意見が多い。また、市の意見の中には、隣

接県との交流促進、調整の必要があるとの意見もあった。

振興局等が総合調整機能として、部局横断の調整や市町間の調整といった機能を発

揮するためには、それにふさわしい体制、本庁からの実質的な権限移譲が必要である。

なお、振興局等が総合調整機能を担わない場合には、市町間の総合的な調整は本庁

で一括対応することとし、その窓口を明確にすべきであるとの意見もあった。

地域別に整理すると、全体的に大差はないものの、高島県事務所や湖北地域振興局

の管内では、振興局等による積極的な総合調整機能の発揮を期待する意見が多い。

（３）市町への支援機能について

合併等により、総体として市町の健全な行財政システムの構築能力や政策立案能力

が向上していることから、市町への支援に対する期待は低下してきている。

そうした中にあって、相談には親切に対応してもらっているが、市町における政策

立案の補完・助言や市町合併推進支援における予算面での配慮がないと感じられる。

市町への支援というより、本来、振興局で行うべき事務を市町へ押しつけているの

ではないかと感じることがある。また、財政部門における振興局等の役割が見えにく

い。

基礎自治体としての体制が整っていない市町に対する専門性や体制整備への支援が
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必要である。市町への支援としては、市町合併など一定の分野での支援、地域の実情

に合わせた細やかな助言、情報提供や政策への助言等が必要である。また、権限移譲

が進む一方で、集中改革プラン等の実施により職員定数の削減に取り組んでいる実態

から、専門性の高い分野での県職員の派遣、人事交流などの支援も考えられる。

国から市町に対して直接、照会される事業も増えていることから、県の支援のあり

方を再構築する必要があるという意見もあった。

市町別に整理すると、市町ともに県職員の派遣など人的支援の必要性に触れられて

いる。市では専門的分野における専門職員育成の観点から、町では専門職員を即戦力

とする観点から、それぞれ人的支援に対する意見が多い。

地域別には、特に大きな差は見られない。

（４）危機管理機能について

災害への警戒・災害発生時における振興局等と市町の連携体制が有効に機能してい

るのか、夜間や休日の緊急対応が徹底しているのか疑問がある。

災害等の発生時には、広域的な連携とその統制が必要であり、振興局等の対応、指

揮の仕方を明確にする必要がある。

また、情報収集機能と機動性や素早い対応が求められるため、本庁対応では遅くな

る。そのため危機管理は、現地に近いところで担うべきものであるが、現状でも十分

とは言いがたい。

なお、情報システムが整えられているので、振興局等が危機管理機能をもつ必要はな

いという意見もあった。

災害発生時など非常時の迅速な現場対応や平常時の状況確認には、身近な振興局等

の役割が重要であり、地域の事情を熟知し、即座に対応できる県の専門職員の配置が

必要である。

また、被害が広範囲に及ぶ場合、本庁、市町間、あるいは医師会などの広域的団体

・組織との連絡調整などの機能が振興局等に求められるとともに、県が管理する道路

や河川への対応のために現場に近い振興局等があるべきで、保健所や建設管理部等の

充実・強化を図る必要がある。

市町別、地域別には、意見に大差はなかった。

（５）サービス提供機能について

住民は振興局等の機能より、県民サービスに関心がある。振興局等で行われるサー

ビスの低下は避けるということが基本である。

税務・健康福祉・環境・森林・農業・土木行政など専門性が求められる行政分野に

おいては、現状の維持が大切であると考える。

県と市町の役割の整理、市町への権限移譲が単に県の地方機関の肩代わりを求める
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ものならば、県と市町の信頼関係を損なう、振興局で最終的な判断がされないものは、

振興局業務から省いても良い、身近なところに県の機関が必要、地域振興機能や福祉

機能（精神の関連は除く）の縮小は市としてそう大きく影響はないなど、各市町の実

情に応じて、様々な意見がある。

①税務行政

県職員の専門性は高く、実際に徴税事務では市町に駐在して取り組んでもらってい

る。多くの住民に直結する不動産取得税、自動車税等のサービス低下は避けるべきで

あり、県民に密着した業務・サービスの提供の部分に関しては存続を図るべきである。

②健康福祉行政

市町では、保健・福祉の専門職員の確保が難しく、保健所等の支援や連携によりサ

ービスを提供している。特に、保健所機能は専門性が高く、振興局等の保健所におけ

る広域調整機能、精神障害者緊急対応、難病主管部所としてや複雑困難なケースの市

町支援等において必要な機能である。

また、障害福祉は、圏域事業としての取組に依存しており、振興局が廃止されると、

サービス提供ができなくなることや広域調整が市町に転嫁されることを危惧するとい

う意見や、振興局等と市町がそれぞれ福祉事務所を有しており、住民からは福祉の分

野で振興局が何を担っているのか見えにくいところがあるとの意見もあった。

③環境行政

環境行政では市町と役割分担が明確であることから、市民への対応がスムーズに行

えているが、水質汚濁および土壌汚染に関して公害が発生した場合、監督権限は県に

あり、現地に最も近いところで迅速な対応が図られるようにすべきである。

化学に関する専門知識を持った専門職員による指導、有害鳥獣対策における専門的、

技術的な県の支援が必要との意見もあった。

④農業行政

農業技術の普及で専門的職員による現場指導、特に専門職員の派遣を評価している。

農産物生産向上のため、県民にとって身近な位置にある、地方機関による県の技術

指導や支援は欠かすことができないものとなっている。

⑤土木行政

県直轄事業における県の専門性を活かした取組をはじめ、土木行政の許認可事務、

市町との連携、調整、専門的な助言など県職員の専門性を評価する。また、民間開発

工事完了検査においては立会いの協力をいただいている。

なお、都市計画法開発許可等に関する権限は平成21年度より市に移行となるが、建

築主事を置いていないので、建築行政としては現場事務所としての建設管理部の必要

性が高いとの意見や、許認可業務、県道の維持、雪寒対策について連携の充実が必要、
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開発事務の権限移譲に備え事務体制を整備中であるが、特定行政庁に関しては県に事

務が残り、本庁対応となると市民サービス、利便性の低下は大きいとの意見もあった。

３ 県が総合地方機関の見直しを行う際に市町として期待すること、考慮してほしいこと

について

①振興局等の役割、県庁との役割分担

総合地方機関の見直しを行う際には、県と市町の新たな役割分担を十分議論したう

えで、振興局等の役割を整理して検討すべきである。県庁・振興局・市で重複してい

る部分は、組織のスリム化、事務の簡素化の視点から検討を進めることを期待する。

一方で、振興局等は、連絡・窓口機能、軽易なハード事業機能のみでもよいとする意

見もあった。

県庁と振興局等の責任のありかや役割分担が曖昧であり、分かりやすくすることが

求められる。その際には、県庁から振興局等に権限移譲、事務の委任を進め、身近な

振興局等で行政手続等が済むようにしてほしい。

②県の専門性の活用

総合地方機関の見直しの方向は、各圏域において県が有する専門性が低下すること

にならないようにすべきである。県職員の専門的なサポートと組織としての調整機能

が発揮される体制を考えるとともに、問題発生時において即時に対応が可能となる人

員確保、指導体制の確立を考えてほしい。

なお、県の専門性の活用の観点から、事業分野の組織、体制は存続し、事務的分野

については合理化が必要との意見や、各行政分野ごとに単独の事務所化を図るべきと

の意見もあった。

③小規模町や本庁との距離への配慮

総合地方機関の見直しにあたっては、小規模町への配慮や本庁との距離を考慮すべ

きである。市に対して、行財政規模が小さい町にとっては、現在の振興局等が行う圏

域振興や圏域における調整機能は欠かすことができないものとなっている。同様に、

本庁からの距離にも配慮されるべきである。

④見直しにあたっての要望

今回の見直しにあたっては、まず現在の振興局・県事務所の役割を評価し、そのう

えで議論を進めることが必要である。見直しの視点の一つとして、住民にとっての振

興局等の役割を整理する必要があると考える。

見直しに対しては、県全域にわたる一律的な見直しではなく、地域事情や地域特性

を把握し、地域における将来の方向性や県全体として均衡ある発展につながるような

見直しを期待する。

さらに、総合地方機関の見直しの中、あるいは見直しを踏まえて、市町へ事務の権
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限移譲が検討される場合には、県職員の支援や市町への派遣だけではすでに困難な状

況にあり、人的、財政的支援が必要である。振興局等の廃止を検討する場合には、安

直に市町に事務移管することがないようにお願いする。

こうした考えの下、現場を管理する行政分野や非常時の対応、県民が訪れる窓口機

関は、県として現場に近いところで対応を図るべきこと、振興局等の機能を強化し、

圏域内の各市町間を総合調整できる組織とすること、市町と国の関係が変化するなか、

市町の区域を越えた広いエリアを視点とした施策展開や、情報発信機能や県全体の広

域調整機能を強化すべきなどの意見があった。

また、地域間の格差是正の観点から平成17年4月以前の状態に戻すべく、地域振興

局の設置を望む意見や道州制を視野に入れ、県庁機能の分散、分庁方式化を検討すべ

きとの意見もあった。

この他、合併をしていないところと、したところで行政運営に差を付けないこと、

誰でも分かる組織とすること、差別事件等が発生した場合、本庁に集約された場合で

もこれまでどおりの体制、協力をすること、（仮称）高島行政センターの整備構想に

係る検討をお願いするとの意見もあった。

４ その他意見

今回、総合地方機関の見直しに際し、県は市町から振興局等の現状・課題、その評

価、要望事項等について意見聴取が行われているが、振興局等の現状や課題について

は、県において評価、検証し、各市町の意見や要望を十分に踏まえて、見直し案を示

してほしい。

さらに、市町の意見を聴くだけに終わらないようにするとともに、見直しの目的を

明確にし、今後の県、市町の役割分担や行政の方向性なども含めて住民に説明するこ

とが必要である。
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市
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
 
　
の
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
見

県
・
市
町
の
役
割
分
担
の
明
確
化

○
県
と
市
町
の
役
割
分
担
が
明
確
で
な
く
、
重
複
・
類
似
が
あ
る
。

○
役
割
分
担
を
再
構
築
し
、
県
と
市
町
の
協
働
体
制
を
確
立
す
る
。
本
庁
・
振
興
局
等
の
役
割
分
担
の
明
確
化

○
制
度
的
・
予
算
的
に
ミ
ニ
県
庁
と
は
言
え
な
い
。

○
本
庁
と
県
事
務
所
と
の
連
携
、
役
割
分
担
が
、
分
か
り
に
く
い
。

○
本
庁
と
の
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
、
地
方
機
関
へ
の
実
質
的
権
限
移
譲
を
進
め
る
べ
き
。

○
部
局
に
よ
っ
て
本
庁
と
振
興
局
で
事
務
処
理
体
制
が
異
な
る
の
で
、
県
と
し
て
統
一
す
べ
き
で
あ
る
。

○
地
域
振
興
局
独
自
の
権
限
か
弱
い
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
や
危
機
管
理
な
ど
の
部
門
を
除
き
必
要
性
は
少
な
い
。
特
に
総
務
部
門
は
県
庁
の
出
先
的
な
機
能
し
か
な
く
必
要
性
は

少
な
い
。

振
興
局
の
専
門
知
識
の
活
用

○
高
度
な
専
門
性
を
持
っ
て
お
り
、
市
に
指
導
・
助
言
を
し
て
い
る
。

○
専
門
的
な
見
地
か
ら
適
切
な
指
導
・
助
言
な
ど
、
振
興
局
の
存
在
は
大
き
い
。
組
織
・
体
制

○
複
数
の
部
署
が
一
箇
所
に
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
分
か
り
や
す
く
便
利
。

機
能
・
役
割

○
市
町
の
振
興
発
展
に
つ
い
て
、
広
域
的
、
専
門
的
な
立
場
か
ら
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

○
地
域
特
性
へ
の
対
応
が
図
ら
れ
て
お
ら
ず
、
振
興
局
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
見
え
て
こ
な
い
。

○
県
土
発
展
や
県
民
サ
ー
ビ
ス
の
均
衡
を
保
持
す
る
こ
と
に
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

○
圏
域
振
興
に
は
、
圏
域
ご
と
の
県
政
推
進
の
役
割
を
担
う
振
興
局
と
市
町
と
の
連
携
が
重
要
。

○
市
町
と
県
と
の
調
整
連
携
等
、
圏
域
の
調
整
を
し
て
ほ
し
い
。

○
本
庁
の
縦
割
り
が
そ
の
ま
ま
地
方
機
関
に
持
ち
込
ま
れ
て
お
り
、
総
合
調
整
が
十
分
機
能
し
て
い
な
い
。

○
住
民
が
身
近
に
感
じ
る
県
行
政
で
あ
り
、
本
庁
と
の
間
を
取
り
持
つ
と
こ
ろ
と
し
て
必
要
で
あ
る
（
配
置
も
現
状
ど
お
り
が
適
当
）
。

○
振
興
局
の
専
門
性
が
発
揮
で
き
る
体
制
、
人
事
異
動
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
疑
問
。

○
気
軽
に
相
談
で
き
、
地
域
の
実
情
を
よ
く
知
っ
た
う
え
で
専
門
的
な
助
言
を
得
て
い
る
。

○
振
興
局
・
県
事
務
所
機
能
が
失
わ
れ
る
と
圏
域
と
い
う
概
念
が
な
く
な
り
、
市
町
の
位
置
づ
け
が
２
６
市
町
分
の
１
の
存
在
に
な
る
こ
と
を
懸
念
す
る
。

見
直
し
の
検
討
・
す
す
め
方

○
現
在
の
振
興
局
・
県
事
務
所
の
役
割
を
評
価
し
た
う
え
で
議
論
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
住
民
に
と
っ
て
の
振
興
局
の
役
割
を
整
理
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め

１ 総 合 地 方 機 関 の 現 状 と 課 題 に つ い て

資
料
１

1
 /
 7
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市
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
 
　
の
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め

資
料
１

現
状
・
課
題

○
振
興
局
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
な
い
た
め
、
市
町
の
地
域
の
特
性
を
活
か
す
地
域
振
興
が
で
き
て
い
な
い
。

○
市
町
や
住
民
の
立
場
に
た
ち
、
県
市
町
が
一
体
と
な
っ
た
地
域
振
興
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

○
地
域
振
興
や
地
域
経
営
は
市
が
主
体
的
に
行
い
、
県
は
市
町
の
計
画
を
把
握
、
取
り
ま
と
め
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
全
体
を
捉
え
た
活
性
化
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

○
行
政
組
合
が
地
域
経
営
の
調
整
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
行
政
組
合
に
県
職
員
を
派
遣
さ
れ
る
な
ど
機
能
強
化
を
望
む
。

○
財
政
力
も
あ
り
人
材
豊
富
な
湖
南
・
湖
東
地
域
に
振
興
局
の
設
置
が
必
要
か
？
課
題
を
抱
え
る
湖
西
・
湖
北
地
域
ほ
ど
重
点
的
な
地
域
経
営
が
必
要
で
あ
る
。

○
障
害
福
祉
は
、
圏
域
事
業
と
し
て
取
組
む
と
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
生
か
さ
れ
る
。
振
興
局
が
廃
止
さ
れ
る
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
や
、
障
害
者
自
立
支
援
法

で
県
の
責
務
と
明
示
さ
れ
て
い
る
広
域
調
整
が
市
町
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
。

求
め
る
地
域
経
営
機
能

○
地
域
経
営
の
観
点
か
ら
県
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
さ
れ
た
い
。

○
振
興
局
で
管
内
の
方
向
性
等
を
示
し
て
も
ら
い
た
い
。

○
広
域
で
の
地
域
振
興
を
推
進
す
る
に
は
県
振
興
局
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。

○
広
域
的
専
門
的
視
点
で
連
携
・
調
整
・
情
報
提
供
等
の
支
援
を
す
べ
き
。

○
圏
域
の
実
情
を
把
握
し
て
い
る
振
興
局
と
の
連
携
も
必
要
。

○
圏
域
の
発
展
、
向
上
に
調
整
機
能
を
発
揮
し
て
ほ
し
い
。

○
圏
域
を
越
え
る
市
町
間
調
整
や
国
と
の
調
整
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

現
状
・
課
題

○
ミ
ニ
県
庁
と
し
て
総
合
調
整
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
疑
問
で
あ
る
。

○
複
数
の
部
課
に
ま
た
が
る
事
務
の
調
整
機
能
が
働
い
て
い
な
い
。

○
総
合
調
整
機
能
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
の
で
振
興
局
の
必
要
性
が
低
い
。

○
本
庁
の
縦
割
り
が
そ
の
ま
ま
地
方
機
関
に
も
あ
り
、
総
合
調
整
が
十
分
機
能
し
て
い
な
い
。

○
本
庁
で
複
数
課
に
ま
た
が
る
事
務
を
一
カ
所
で
助
言
し
て
も
ら
え
る
。

○
振
興
局
に
管
内
市
町
間
の
調
整
機
能
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

○
圏
域
で
の
総
合
調
整
機
能
に
よ
り
、
各
市
町
間
の
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
多
く
あ
る
。

○
隣
接
県
と
の
交
流
促
進
、
調
整
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

○
地
域
経
営
・
総
合
調
整
機
能
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
判
断
を
本
庁
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

○
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
業
務
が
専
門
化
し
て
い
る
の
で
、
調
整
機
能
ま
で
期
待
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

○
調
整
機
能
や
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
関
と
し
て
県
の
役
割
は
大
き
い
。

求
め
る
総
合
調
整
機
能

○
総
合
調
整
機
能
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
体
制
が
必
要
で
あ
る
。

○
総
合
調
整
機
能
は
県
庁
内
で
一
括
対
応
さ
れ
、
窓
口
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

○
総
合
調
整
機
能
よ
り
、
圏
域
の
課
題
に
応
じ
て
軽
重
が
あ
る
柔
軟
な
組
織
と
す
る
の
が
よ
い
。

○
本
庁
の
関
係
部
局
を
回
ら
な
く
て
も
い
い
よ
う
な
調
整
機
能
や
仕
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

○
市
町
間
の
調
整
機
能
が
必
要
で
あ
る
。

○
市
町
と
の
調
整
や
指
導
に
期
待
す
る
。

○
地
方
機
関
へ
の
実
質
的
権
限
移
譲
を
進
め
る
べ
き
。

２ ( １ ) 地 域 経 営 機 能 に つ い て ( ２ ) 総 合 調 整 機 能 に つ い て
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市
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
 
　
の
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め

資
料
１

現
状
・
課
題

○
市
の
健
全
な
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
構
築
能
力
や
政
策
立
案
能
力
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
、
支
援
機
能
へ
の
期
待
は
減
少
し
て
い
る
。

○
市
町
支
援
の
考
え
方
に
も
相
違
が
あ
る
。

○
支
援
と
い
う
よ
り
本
来
振
興
局
で
行
う
事
務
の
押
し
つ
け
に
な
っ
て
い
な
い
か
。

○
政
策
立
案
の
補
完
お
よ
び
助
言
の
機
能
な
ら
び
に
市
町
合
併
の
推
進
支
援
機
能
等
に
併
せ
た
予
算
的
な
配
慮
が
な
い
。

○
財
政
部
門
の
地
域
振
興
局
の
役
割
が
見
え
に
く
い
。

○
相
談
に
は
親
切
に
対
応
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

求
め
る
市
町
へ
の
支
援
機
能

○
基
礎
自
治
体
と
し
て
専
門
的
な
知
識
や
体
制
整
備
に
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

○
権
限
移
譲
が
進
む
な
か
、
町
が
完
全
に
自
立
で
き
る
よ
う
県
職
員
の
派
遣
な
ど
の
支
援
体
制
を
望
む
。

○
支
援
は
市
町
合
併
な
ど
一
定
の
分
野
で
よ
い
。

○
専
門
的
分
野
で
は
県
か
ら
派
遣
に
よ
る
専
門
職
員
の
育
成
が
必
要
で
あ
る
。

○
県
は
職
員
削
減
を
進
め
て
い
る
が
、
町
に
対
し
専
門
職
員
の
派
遣
（
併
任
）
制
度
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。

○
専
門
的
人
材
の
有
効
利
用
の
た
め
、
人
事
交
流
を
図
っ
て
ほ
し
い
。

○
国
か
ら
直
接
の
事
業
が
多
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
県
の
役
割
を
再
構
築
し
支
援
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
細
や
か
な
指
導
・
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

○
身
近
に
相
談
で
き
る
と
こ
ろ
が
必
要
で
あ
る
。

○
情
報
の
提
供
、
政
策
の
助
言
な
ど
お
願
い
し
た
い
。

( ３ ) 市 町 へ の 支 援 機 能 に つ い て
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市
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
 
　
の
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め

資
料
１

現
状
・
課
題

○
地
域
振
興
局
と
市
の
連
携
体
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
疑
問
が
あ
る
。

○
災
害
等
発
生
時
に
は
、
広
域
的
な
連
携
と
そ
の
統
制
が
必
要
で
あ
り
、
振
興
局
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。

○
災
害
へ
の
警
戒
・
災
害
発
生
時
の
市
と
の
連
携
の
強
化
が
重
要
で
あ
る
。

○
現
地
に
近
い
と
こ
ろ
で
担
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
現
状
で
も
十
分
と
は
言
い
が
た
い
。

○
情
報
収
集
機
能
と
機
動
性
や
素
早
い
対
応
が
求
め
ら
れ
る
の
で
本
庁
対
応
で
は
遅
く
な
る
。

○
振
興
局
の
対
応
、
指
揮
の
仕
方
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
情
報
シ
ス
テ
ム
が
整
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
振
興
局
に
こ
の
機
能
を
も
つ
必
要
は
な
い
。

○
夜
間
や
休
日
の
緊
急
対
応
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
。

求
め
る
危
機
管
理
機
能

○
管
内
市
町
の
危
機
管
理
体
制
な
ど
の
調
整
機
能
を
果
た
す
べ
き
。

○
振
興
局
が
情
報
等
の
集
約
機
関
と
し
て
役
割
を
扱
う
体
制
が
必
要
。

○
情
報
収
集
や
初
期
対
応
、
平
時
の
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
、
近
く
に
県
の
機
関
が
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

○
迅
速
な
現
場
対
応
、
常
時
現
地
の
状
況
確
認
か
ら
、
身
近
な
振
興
局
・
県
事
務
所
の
役
割
が
重
要
と
な
る
。

○
管
理
瑕
疵
を
問
わ
れ
な
い
よ
う
対
応
す
る
た
め
に
も
、
管
理
者
が
道
路
や
河
川
の
近
く
に
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
人
的
対
応
と
時
間
、
距
離
等
の
物
理
的
な
対
応
が
で
き
る
体
制
が
肝
要
。

○
災
害
時
の
対
応
や
市
町
へ
の
支
援
は
重
要
。

○
地
域
の
事
情
を
熟
知
し
、
即
座
に
対
応
で
き
る
県
の
専
門
職
員
の
配
置
が
地
域
に
必
要
で
あ
る
。

○
災
害
が
発
生
す
れ
ば
広
範
囲
に
及
ぶ
た
め
、
保
健
所
を
中
心
に
危
機
管
理
機
能
を
発
揮
し
て
ほ
し
い
。

○
災
害
時
の
広
域
的
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
団
体
・
組
織
の
調
整
を
願
い
た
い
。

○
平
常
時
か
ら
の
防
災
や
減
災
に
つ
い
て
共
同
体
制
が
必
要
と
考
え
る
。

○
現
場
と
本
庁
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
対
応
い
た
だ
き
た
い
。

○
風
水
害
対
策
に
つ
い
て
建
設
管
理
部
の
強
化
を
お
願
い
し
た
い
。

( ４ ) 危 機 管 理 機 能 に つ い て
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市
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
 
　
の
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め

資
料
１

○
市
町
へ
の
権
限
移
譲
が
単
に
市
町
に
県
の
地
方
機
関
の
肩
代
わ
り
な
ら
ば
、
県
と
市
町
の
信
頼
関
係
を
損
な
う
。

○
振
興
局
で
最
終
的
な
判
断
は
さ
れ
な
い
も
の
は
、
振
興
局
業
務
か
ら
省
い
て
も
良
い
。

○
身
近
な
と
こ
ろ
に
県
の
機
関
が
必
要
。

○
県
民
す
べ
て
に
及
ぶ
も
の
は
県
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
能
は
県
民
に
と
っ
て
身
近
な
場
所
に
必
要
で
あ
り
、
県
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く
よ
う
な
再
編
は
問
題
。

○
県
が
直
接
、
県
民
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
少
な
い
。

○
住
民
へ
の
直
接
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
望
ま
な
い
。

○
実
施
主
体
が
県
か
市
町
か
の
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

○
専
門
的
な
知
識
を
要
す
る
職
務
は
、
住
民
に
対
し
て
十
分
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
困
難
。

○
県
職
員
の
専
門
性
を
活
か
し
た
手
厚
い
県
民
サ
ー
ビ
ス
が
迅
速
に
的
確
に
行
え
る
場
で
あ
る
。

○
税
務
・
保
健
・
福
祉
・
環
境
・
森
林
・
農
業
・
土
木
行
政
に
関
し
て
専
門
性
の
機
能
が
低
下
す
る
見
直
し
は
混
乱
を
招
く
か
な
い
よ
う
機
能
を
維
持
さ
れ
た
い
。

○
地
域
振
興
機
能
や
福
祉
機
能
（
精
神
の
関
連
は
除
く
）
の
縮
小
は
市
と
し
て
そ
う
大
き
く
影
響
は
な
い
。

（
税
務
行
政
）

○
県
税
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
県
道
等
の
公
物
管
理
な
ど
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
強
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

○
住
民
関
連
で
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
等
の
サ
ー
ビ
ス
低
下
は
避
け
る
よ
う
に
。

○
県
職
員
の
専
門
性
も
高
く
、
実
際
に
徴
税
で
は
駐
在
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

○
税
に
関
し
県
民
に
密
着
し
た
業
務
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
部
分
に
関
し
て
は
存
続
を
。

（
健
康
福
祉
行
政
）

○
振
興
局
と
市
町
が
そ
れ
ぞ
れ
福
祉
事
務
所
を
有
し
て
い
る
。

○
住
民
か
ら
は
、
保
健
福
祉
の
分
野
で
振
興
局
が
何
を
担
っ
て
い
る
の
か
見
え
に
く
い
。

○
専
門
性
の
高
い
保
健
所
は
残
し
て
ほ
し
い
。

○
保
健
所
機
能
は
広
域
調
整
機
能
、
精
神
障
害
者
緊
急
対
応
、
難
病
主
管
部
所
と
し
て
や
複
雑
困
難
な
ケ
ー
ス
の
市
町
支
援
等
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
。

○
保
健
・
福
祉
の
専
門
職
員
の
確
保
が
難
し
く
、
保
健
所
等
の
支
援
や
連
携
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

○
福
祉
事
務
所
機
能
や
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
の
な
い
よ
う
考
え
て
ほ
し
い
。

○
障
害
福
祉
は
、
圏
域
事
業
と
し
て
取
組
む
と
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
生
か
さ
れ
る
。
振
興
局
が
廃
止
さ
れ
る
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
や
、
障
害
者
自
立
支
援
法
で

県
の
責
務
と
明
示
さ
れ
て
い
る
広
域
調
整
が
市
町
に
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
を
危
惧
す
る
。

○
県
介
護
給
付
適
正
化
計
画
の
推
進
を
図
る
た
め
に
も
県
事
務
所
や
専
門
職
員
は
欠
か
せ
な
い
。

（
環
境
行
政
）

○
環
境
行
政
で
は
市
町
と
役
割
分
担
が
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
民
へ
の
対
応
が
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
て
い
る
。

○
水
質
汚
濁
お
よ
び
土
壌
汚
染
に
関
し
て
公
害
が
発
生
し
た
場
合
、
監
督
権
限
は
県
に
あ
り
、
現
地
に
最
も
近
い
県
事
務
所
で
の
迅
速
な
対
応
が
必
要
と
な
る
。

○
化
学
に
関
す
る
専
門
知
識
を
持
っ
た
専
門
職
員
に
よ
る
指
導
を
お
願
い
し
た
い
。

○
有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て
、
専
門
的
、
技
術
的
な
部
分
で
県
に
支
援
願
い
た
い
。
（
農
業
行
政
）

○
農
産
物
生
産
向
上
の
た
め
、
県
民
に
身
近
な
位
置
に
あ
る
地
方
機
関
に
お
け
る
県
の
技
術
指
導
や
支
援
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

○
指
導
、
情
報
提
供
や
近
隣
市
町
と
の
連
携
な
ど
、
身
近
に
あ
る
こ
と
で
大
き
な
安
心
感
や
信
頼
感
が
あ
る
。

○
農
業
技
術
の
普
及
で
専
門
的
職
員
に
よ
る
現
場
指
導
を
評
価
し
て
い
る
。

○
地
域
住
民
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
対
応
い
た
だ
き
た
い
。
（
土
木
行
政
）

○
民
間
開
発
工
事
完
了
検
査
に
は
、
立
会
い
で
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
。

○
都
市
計
画
法
開
発
許
可
等
に
関
す
る
権
限
は
2
1
年
度
よ
り
市
に
移
行
と
な
る
が
建
築
主
事
を
置
い
て
い
な
い
。
建
築
行
政
と
し
て
は
必
要
性
が
高
い
。

○
許
認
可
業
務
、
県
道
の
維
持
、
雪
寒
対
策
に
つ
い
て
連
携
の
充
実
が
必
要
。

( ５ ) サ ー ビ ス 提 供 機 能 に つ い て
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市
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
 
　
の
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め

資
料
１

○
県
直
轄
事
業
に
お
い
て
は
、
専
門
性
を
活
か
し
た
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。

○
開
発
事
務
の
権
限
移
譲
に
備
え
事
務
体
制
を
整
備
中
で
あ
る
。
特
定
行
政
庁
に
関
し
て
は
県
に
事
務
が
残
り
、
本
庁
対
応
と
な
る
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
、
利
便
性
の
低
下
は
大
き
い
。

○
土
木
行
政
の
許
認
可
事
務
、
市
町
と
連
携
、
調
整
、
専
門
的
な
助
言
な
ど
県
職
員
（
建
設
管
理
部
）
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

振
興
局
の
役
割
・
県
庁
と
の
役
割
分
担

○
県
庁
と
振
興
局
の
役
割
分
担
を
県
民
に
分
か
り
や
す
く
示
す
べ
き
。

○
県
と
市
町
の
新
た
な
役
割
分
担
を
十
分
な
議
論
の
上
で
再
構
築
す
る
。

○
県
庁
・
振
興
局
・
市
で
重
複
し
て
い
る
部
分
は
、
組
織
の
ス
リ
ム
化
、
事
務
の
簡
素
化
を
お
願
い
し
た
い
。

○
振
興
局
は
、
連
絡
・
窓
口
機
能
、
軽
易
な
ハ
ー
ド
事
業
機
能
の
み
で
も
よ
い
。

○
本
庁
の
見
解
を
仰
が
な
く
て
よ
い
よ
う
振
興
局
へ
の
権
限
移
譲
が
必
要
。

県
の
専
門
性
の
活
用

○
県
職
員
の
専
門
的
な
指
導
と
調
整
機
能
体
制
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
。

○
問
題
発
生
時
に
お
け
る
即
時
対
応
可
能
な
振
興
局
の
人
員
確
保
と
指
導
体
制
を
確
立
し
て
ほ
し
い
。

○
各
行
政
分
野
ご
と
に
単
独
の
事
務
所
化
に
し
て
ほ
し
い
。

○
現
業
的
分
野
は
充
実
し
て
存
続
し
、
事
務
的
分
野
に
つ
い
て
は
合
理
化
が
必
要
。

小
規
模
町
と
本
庁
と
の
距
離
へ
の
配
慮

○
市
が
求
め
る
振
興
局
と
町
が
求
め
る
振
興
局
に
は
温
度
差
が
あ
る
の
で
、
小
規
模
町
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
願
う
。

○
小
規
模
町
へ
の
過
渡
的
な
経
過
措
置
が
必
要
。

○
小
規
模
町
の
事
情
、
本
庁
と
の
距
離
等
を
考
慮
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

要
望

○
一
律
的
な
見
直
し
で
な
く
、
地
域
の
実
情
や
地
域
特
性
等
を
考
慮
し
た
見
直
し
を
お
願
い
し
た
い
。

○
道
州
制
を
視
野
に
入
れ
、
県
土
の
均
衡
あ
る
発
展
の
た
め
、
県
庁
機
能
の
分
散
（
分
庁
方
式
も
含
め
て
）
を
念
頭
に
見
直
し
を
。

○
振
興
局
を
機
能
強
化
し
、
圏
域
内
の
各
市
町
間
を
総
合
調
整
で
き
る
組
織
と
し
て
ほ
し
い
。

○
市
町
と
国
の
関
係
が
変
化
す
る
な
か
、
県
全
体
の
広
域
調
整
機
能
を
強
化
す
べ
き
と
考
え
る
。

○
市
町
の
区
域
を
越
え
た
広
い
エ
リ
ア
を
視
点
と
し
た
施
策
展
開
や
情
報
発
信
が
必
要
と
考
え
る
。

○
現
場
を
管
理
す
る
分
野
や
非
常
時
の
対
応
、
県
民
が
訪
れ
る
窓
口
機
関
は
、
近
く
に
置
い
て
ほ
し
い
。

○
地
域
振
興
と
格
差
是
正
の
観
点
か
ら
地
域
振
興
局
の
設
置
（
平
成
１
７
年
４
月
以
前
の
機
構
体
）
を
望
む
。

○
県
全
体
の
活
性
化
を
進
め
る
に
は
、
各
地
域
で
の
活
性
化
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

○
地
域
の
事
情
を
把
握
し
て
る
身
近
な
振
興
局
に
相
談
で
き
る
体
制
は
残
し
て
ほ
し
い
。

○
県
市
の
枠
を
乗
り
越
え
協
働
す
べ
き
事
項
が
多
数
あ
る
。

○
再
編
で
広
域
化
さ
れ
れ
ば
ス
ケ
ー
ル
デ
メ
リ
ッ
ト
か
ら
、
県
直
轄
事
業
に
つ
い
て
市
町
へ
の
権
限
移
譲
な
ど
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

○
廃
止
に
な
っ
た
場
合
、
安
直
に
市
町
に
事
務
移
管
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

○
市
町
へ
事
務
の
権
限
移
譲
は
、
人
的
、
財
政
的
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

○
権
限
移
譲
に
つ
い
て
は
、
県
職
員
の
支
援
や
市
町
へ
の
派
遣
だ
け
で
は
困
難
で
あ
り
、
市
町
の
定
数
管
理
の
見
直
し
も
含
め
た
議
論
が
必
要
。

○
合
併
を
し
て
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
と
、
し
た
と
こ
ろ
で
行
政
運
営
に
差
を
付
け
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
な
、
県
で
い
て
ほ
し
い
。

○
誰
で
も
分
か
る
県
の
組
織
を
考
え
て
ほ
し
い
。

○
（
仮
称
）
高
島
行
政
セ
ン
タ
ー
の
整
備
構
想
に
つ
い
て
真
剣
に
検
討
を
願
い
た
い
。

○
差
別
事
件
等
が
発
生
し
た
場
合
、
本
庁
に
集
約
さ
れ
た
場
合
で
も
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
体
制
、
協
力
を
願
い
た
い
。

３ 総 合 地 方 機 関 の 見 直 し を 行 う 際 に 市 町 と し て 期 待 す る こ と 、 考 慮 し て ほ し い こ と（ ５ ）
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市
　
　
　
　
　
町
　
　
　
　
 
　
の
　
　
　
　
　
意
　
　
　
　
　
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め

資
料
１

そ
の
他

○
意
見
を
聴
く
だ
け
で
終
ら
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

○
振
興
局
の
現
状
や
課
題
に
つ
い
て
は
、
県
に
お
い
て
評
価
、
検
証
し
、
各
市
町
の
意
見
や
要
望
を
十
分
に
踏
ま
え
て
、
見
直
し
案
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
見
直
し
の
目
的
を
明
確
に
し
、
今
後
の
県
、
市
町
の
役
割
分
担
や
行
政
の
方
向
性
な
ど
も
含
め
て
住
民
に
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

○
重
要
で
大
き
な
検
討
課
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
へ
の
意
見
照
会
等
の
期
間
が
短
す
ぎ
る
。

○
市
町
と
意
見
交
換
す
る
内
容
は
「
最
終
的
な
あ
り
方
」
で
あ
り
、
意
見
を
集
約
し
て
ビ
ジ
ョ
ン
を
掲
げ
、
「
当
面
の
対
応
」
と
し
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
。

○
早
く
県
の
原
案
を
提
示
願
い
た
い
。

○
振
興
局
管
内
の
市
町
の
意
見
交
換
の
機
会
を
持
っ
て
ほ
し
い
。

３ 総 合 地 方 機 関 の 見 直 し を 行 う 際 に 市 町 と し て 期 待 す る こ と 、 考 慮 し て ほ し い こ と
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市
の
意
見

町
の
意
見

○
県
と
市
町
の
役
割
分
担
が
明
確
で
な
く
、
重
複
・
類
似
が
あ
る
。

○
役
割
分
担
を
再
構
築
し
、
県
と
市
町
の
協
働
体
制
を
確
立
す
る
。

○
制
度
的
・
予
算
的
に
ミ
ニ
県
庁
と
は
言
え
な
い
。

○
部
局
に
よ
っ
て
本
庁
と
振
興
局
で
事
務
処
理
体
制
が
異
な
る
の
で
、
県
と
し
て
統
一
す

べ
き
で
あ
る
。

○
本
庁
と
県
事
務
所
と
の
連
携
、
役
割
分
担
が
、
分
か
り
に
く
い
。

○
本
庁
と
の
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
、
地
方
機
関
へ
の
実
質
的
権
限
移
譲
を
進
め
る
べ

き
。

○
地
域
振
興
局
独
自
の
権
限
か
弱
い
た
め
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
や
危
機
管
理
な
ど
の
部
門
を

除
き
必
要
性
は
少
な
い
。
特
に
総
務
部
門
は
県
庁
の
出
先
的
な
機
能
し
か
な
く
必
要
性
は

少
な
い
。

○
高
度
な
専
門
性
を
持
っ
て
お
り
、
市
に
指
導
・
助
言
を
し
て
い
る
。

○
専
門
的
な
見
地
か
ら
適
切
な
指
導
・
助
言
な
ど
、
振
興
局
の
存
在
は
大
き
い
。

○
複
数
の
部
署
が
一
箇
所
に
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
分
か
り
や
す
く
便
利
。

○
広
域
調
整
に
対
す
る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

○
県
土
発
展
や
県
民
サ
ー
ビ
ス
の
均
衡
を
保
持
す
る
こ
と
に
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

○
地
域
特
性
へ
の
対
応
が
図
ら
れ
て
お
ら
ず
振
興
局
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
見
え
て
こ
な
い
。

○
圏
域
振
興
に
は
振
興
局
と
市
町
と
の
連
携
が
重
要
。

○
本
庁
の
縦
割
り
が
そ
の
ま
ま
地
方
機
関
に
持
ち
込
ま
れ
て
お
り
、
総
合
調
整
が
十
分
機

能
し
て
い
な
い
。

○
市
町
と
県
と
の
調
整
連
携
等
に
お
い
て
期
待
が
大
き
い
。

○
住
民
に
身
近
で
、
本
庁
と
の
間
を
取
り
持
つ
と
こ
ろ
と
し
て
必
要
で
あ
る
（
配
置
も
現

状
ど
お
り
が
適
当
）
。

○
振
興
局
は
身
近
に
感
じ
る
県
行
政
で
あ
る
。

○
市
町
の
振
興
発
展
を
広
域
的
、
専
門
的
な
立
場
で
の
サ
ポ
ー
ト
、
圏
域
の
調
整
を
し
て

ほ
し
い
。

○
町
職
員
で
は
不
十
分
な
専
門
的
な
事
な
ど
に
つ
い
て
気
軽
に
相
談
で
き
る
。

○
圏
域
ご
と
に
県
政
推
進
の
役
割
を
担
う
組
織
と
し
て
必
要
で
あ
る
。

○
振
興
局
の
専
門
性
が
発
揮
で
き
る
体
制
、
人
事
異
動
が
な
さ
れ
て
い
る
か
疑
問
。

○
本
庁
と
市
町
の
間
に
位
置
し
、
地
域
の
実
情
を
よ
く
知
っ
た
う
え
で
専
門
的
な
助
言
を

得
て
い
る
。

○
現
在
の
振
興
局
・
県
事
務
所
の
役
割
を
評
価
し
た
う
え
で
議
論
を
進
め
て
い
た
だ
き
た

い
。

○
住
民
に
と
っ
て
の
振
興
局
の
役
割
を
整
理
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

１ 総 合 地 方 機 関 の 現 状 と 課 題 に つ い て

○
振
興
局
・
県
事
務
所
機
能
が
失
わ
れ
る
と
圏
域
と
い
う
概
念
が
な
く
な
り
、
市
町
の
位

置
づ
け
が
２
６
市
町
分
の
１
の
存
在
に
な
る
こ
と
を
懸
念
す
る
。

県
・
市
町
の
役
割
分
担
の
明
確
化

振
興
局
の
専
門
知
識
の
活
用

組
織
・
体
制

機
能
・
役
割

見
直
し
の
検
討
・
す
す
め
方

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
市
町
別
】

本
庁
・
振
興
局
等
の
役
割
分
担
の
明
確
化

資
料
２
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市
の
意
見

町
の
意
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
市
町
別
】

資
料
２

○
市
町
や
住
民
の
立
場
に
た
ち
、
県
市
町
が
一
体
と
な
っ
た
地
域
振
興
が
行
わ
れ
て
い
な

い
。

○
障
害
福
祉
は
、
圏
域
事
業
と
し
て
取
組
む
と
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
生
か
さ
れ
、
効
果

的
な
事
業
が
あ
る
。
障
害
者
自
立
支
援
法
に
広
域
調
整
は
県
の
責
務
と
明
示
さ
れ
て
お

り
、
振
興
局
が
廃
止
さ
れ
る
と
広
域
調
整
が
市
町
に
転
嫁
さ
れ
る
の
で
は
と
危
惧
し
て
い

る
。

○
地
域
経
営
の
観
点
か
ら
県
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
さ
れ
た
い
。

○
振
興
局
で
管
内
の
方
向
性
等
を
示
し
て
も
ら
い
た
い
。

○
広
域
で
の
地
域
振
興
を
推
進
す
る
に
は
県
振
興
局
の
役
割
は
重
要
で
あ
る
。

○
県
は
広
域
的
専
門
的
視
点
で
連
携
・
調
整
・
情
報
提
供
等
の
支
援
を
す
べ
き
。

○
圏
域
を
越
え
る
市
町
間
調
整
や
国
と
の
調
整
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
圏
域
の
実
情
を
把
握
し
て
い
る
振
興
局
と
の
連
携
も
必
要
。

○
圏
域
の
発
展
、
向
上
に
調
整
機
能
を
発
揮
し
て
ほ
し
い
。

○
ミ
ニ
県
庁
と
し
て
総
合
調
整
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
疑
問
で
あ
る
。

○
複
数
の
部
課
に
ま
た
が
る
事
務
の
調
整
機
能
が
働
い
て
い
な
い
。

○
総
合
調
整
機
能
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
の
で
振
興
局
の
必
要
性
が
低
い
。

○
本
庁
で
複
数
課
に
ま
た
が
る
事
務
を
一
箇
所
で
助
言
し
て
も
ら
え
る
。

○
本
庁
の
縦
割
り
が
そ
の
ま
ま
地
方
機
関
に
も
あ
り
、
総
合
調
整
が
十
分
機
能
し
て
い
な

い
。

○
圏
域
で
の
総
合
調
整
機
能
に
よ
り
、
各
市
町
間
の
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
る
部
分
は
多
く

あ
る
。

○
振
興
局
に
管
内
市
町
間
の
調
整
機
能
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

○
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
業
務
が
専
門
化
し
て
い
る
の
で
、
調
整
機
能
ま
で
期
待
す
る
の
は
無

理
で
あ
る
。

○
隣
接
県
と
の
交
流
促
進
、
調
整
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

○
調
整
機
能
や
サ
ポ
ー
ト
す
る
機
関
と
し
て
県
の
役
割
は
大
き
い
。

○
地
域
経
営
・
総
合
調
整
機
能
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
判
断
を
本
庁
に
頼
ら
ざ
る

を
得
な
い
。

○
総
合
調
整
機
能
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い
体
制
が
必
要
で
あ
る
。

○
総
合
調
整
機
能
は
県
庁
内
で
一
括
対
応
さ
れ
、
窓
口
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

○
総
合
調
整
機
能
よ
り
、
圏
域
の
課
題
に
応
じ
て
軽
重
が
あ
る
柔
軟
な
組
織
と
す
る
の
が

よ
い
。

○
市
町
と
の
調
整
や
指
導
に
期
待
す
る
。

○
本
庁
の
関
係
部
局
を
回
ら
な
く
て
も
い
い
よ
う
な
調
整
機
能
や
仕
組
み
が
必
要
で
あ

る
。

○
市
町
間
の
調
整
機
能
が
必
要
で
あ
る
。

○
地
方
機
関
へ
の
実
質
的
権
限
移
譲
を
進
め
る
べ
き
。

○
障
害
福
祉
は
、
圏
域
事
業
と
し
て
の
取
り
組
み
に
依
存
し
て
お
り
、
振
興
局
が
廃
止
さ

れ
る
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
で
き
な
く
な
る
。

○
財
政
力
も
あ
り
人
材
豊
富
な
湖
南
・
湖
東
地
域
に
振
興
局
の
設
置
が
必
要
か
？
課
題
を

抱
え
る
湖
西
・
湖
北
地
域
ほ
ど
重
点
的
な
地
域
経
営
が
必
要
で
あ
る
。

現
状
・
課
題

求
め
る
地
域
経
営
機
能

求
め
る
総
合
調
整
機
能

( ２ ) 総 合 調 整 機 能 に つ い て

○
振
興
局
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
な
い
た
め
、
市
町
の
地
域
の
特
性
を
活
か
す
地
域
振
興
が
で
き

て
い
な
い
。

○
地
域
振
興
や
地
域
経
営
は
市
が
主
体
的
に
行
い
、
県
は
市
町
の
計
画
を
把
握
、
取
り
ま

と
め
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
全
体
を
捉
え
た
活
性
化
策
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

現
状
・
課
題

○
行
政
組
合
が
地
域
経
営
の
調
整
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
、
行
政
組
合
に
県
職
員
を

派
遣
さ
れ
る
な
ど
機
能
強
化
を
望
む
。

２ ( １ ) 地 域 経 営 機 能 に つ い て
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市
の
意
見

町
の
意
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
市
町
別
】

資
料
２

○
相
談
に
は
親
切
に
対
応
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。

○
市
町
支
援
の
考
え
方
に
も
相
違
が
あ
る
。

○
支
援
と
い
う
よ
り
本
来
振
興
局
で
行
う
事
務
の
押
し
つ
け
に
な
っ
て
い
な
い
か
。

○
財
政
部
門
の
地
域
振
興
局
の
役
割
が
見
え
に
く
い
。

○
基
礎
自
治
体
と
し
て
専
門
的
な
知
識
や
体
制
整
備
に
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

○
権
限
移
譲
が
進
む
な
か
、
町
が
完
全
に
自
立
で
き
る
よ
う
県
職
員
の
派
遣
な
ど
の
支
援

体
制
を
望
む
。

○
支
援
は
市
町
合
併
な
ど
一
定
の
分
野
で
よ
い
。

○
県
は
職
員
削
減
を
進
め
て
い
る
が
、
町
に
対
し
専
門
職
員
の
派
遣
（
併
任
）
制
度
は
考

え
ら
れ
な
い
か
。

○
専
門
的
分
野
で
は
県
か
ら
派
遣
に
よ
る
専
門
職
員
の
育
成
が
必
要
で
あ
る
。

○
情
報
の
提
供
、
政
策
の
助
言
な
ど
お
願
い
し
た
い
。

○
専
門
的
人
材
の
有
効
利
用
の
た
め
、
人
事
交
流
を
図
っ
て
ほ
し
い
。

○
国
か
ら
直
接
の
事
業
が
多
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
県
の
役
割
を
再
構
築
し
支
援
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

○
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ
た
細
や
か
な
指
導
・
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

○
身
近
に
相
談
で
き
る
と
こ
ろ
が
必
要
で
あ
る
。

○
市
の
健
全
な
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
構
築
能
力
や
政
策
立
案
能
力
が
高
ま
っ
て
い
る
の

で
、
支
援
機
能
へ
の
期
待
は
減
少
し
て
い
る
。

○
政
策
立
案
の
補
完
お
よ
び
助
言
の
機
能
な
ら
び
に
市
町
合
併
の
推
進
支
援
機
能
等
に
併

せ
た
予
算
的
な
配
慮
が
な
い
。

求
め
る
市
町
へ
の
支
援
機
能

現
状
・
課
題

( ３ ) 市 町 へ の 支 援 機 能 に つ い て
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市
の
意
見

町
の
意
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
市
町
別
】

資
料
２

○
地
域
振
興
局
と
市
の
連
携
体
制
が
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
疑
問
が
あ
る
。

○
災
害
等
発
生
時
に
は
、
広
域
的
な
連
携
と
そ
の
統
制
が
必
要
で
あ
り
、
振
興
局
の
役
割

は
重
要
で
あ
る
。

○
災
害
へ
の
警
戒
・
災
害
発
生
時
の
市
と
の
連
携
の
強
化
が
重
要
で
あ
る
。

○
情
報
収
集
機
能
と
機
動
性
や
素
早
い
対
応
が
求
め
ら
れ
る
の
で
本
庁
対
応
で
は
遅
く
な

る
。

○
現
地
に
近
い
と
こ
ろ
で
担
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
現
状
で
も
十
分
と
は
言
い
が
た
い
。
○
情
報
シ
ス
テ
ム
が
整
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
振
興
局
に
こ
の
機
能
を
も
つ
必
要
は
な

い
。

○
振
興
局
の
対
応
、
指
揮
の
仕
方
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
夜
間
や
休
日
の
緊
急
対
応
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
。

○
管
内
市
町
の
危
機
管
理
体
制
な
ど
の
調
整
機
能
を
果
た
す
べ
き
。

○
振
興
局
が
情
報
等
の
集
約
機
関
と
し
て
役
割
を
扱
う
体
制
が
必
要
。

○
情
報
収
集
や
初
期
対
応
、
平
時
の
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
、
近
く
に
県
の
機
関
が
あ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。

○
現
場
と
本
庁
と
の
パ
イ
プ
役
と
し
て
対
応
い
た
だ
き
た
い
。

○
風
水
害
対
策
に
つ
い
て
建
設
管
理
部
の
強
化
を
お
願
い
し
た
い
。

○
人
的
対
応
と
時
間
、
距
離
等
物
理
的
な
対
応
が
で
き
る
体
制
が
肝
要
。

○
災
害
時
の
対
応
や
市
町
へ
の
支
援
は
重
要
。

○
地
域
の
事
情
を
熟
知
し
、
即
座
に
対
応
で
き
る
県
の
専
門
職
員
の
配
置
が
地
域
に
必
要

で
あ
る
。

○
平
常
時
か
ら
の
防
災
や
減
災
に
つ
い
て
共
同
体
制
が
必
要
と
考
え
る
。

○
災
害
時
の
広
域
的
な
役
割
が
期
待
さ
れ
る
団
体
・
組
織
の
調
整
を
願
い
た
い
。

( ４ ) 危 機 管 理 機 能 に つ い て

○
管
理
瑕
疵
を
問
わ
れ
な
い
よ
う
対
応
す
る
た
め
に
も
、
管
理
者
が
道
路
や
河
川
の
近
く

に
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

現
状
・
課
題

○
災
害
が
発
生
す
れ
ば
広
範
囲
に
及
ぶ
た
め
、
保
健
所
を
中
心
に
危
機
管
理
機
能
を
発
揮

し
て
ほ
し
い
。

求
め
る
危
機
管
理
機
能

○
迅
速
な
現
場
対
応
、
常
時
現
地
の
状
況
確
認
か
ら
、
身
近
な
振
興
局
・
県
事
務
所
の
役

割
が
重
要
と
な
る
。
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市
の
意
見

町
の
意
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
市
町
別
】

資
料
２

○
県
が
直
接
、
県
民
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
少
な
い
。

○
振
興
局
で
最
終
的
な
判
断
は
さ
れ
な
い
も
の
は
、
振
興
局
業
務
か
ら
省
い
て
も
良
い
。
○
身
近
な
と
こ
ろ
に
県
の
機
関
が
必
要
。

○
専
門
的
な
知
識
を
要
す
る
職
務
は
、
住
民
に
対
し
て
十
分
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
困
難
。

○
県
民
す
べ
て
に
及
ぶ
も
の
は
県
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
実
施
主
体
が
県
か
市
町
か
の
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

○
住
民
へ
の
直
接
的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
望
ま
な
い
。

○
地
域
振
興
機
能
や
福
祉
機
能
（
精
神
の
関
連
は
除
く
）
の
縮
小
は
市
と
し
て
そ
う
大
き

く
影
響
は
な
い
。

○
県
職
員
の
専
門
性
を
活
か
し
た
手
厚
い
県
民
サ
ー
ビ
ス
が
迅
速
に
的
確
に
行
え
る
場
で

あ
る
。

○
県
職
員
の
専
門
性
も
高
く
、
実
際
に
徴
税
で
は
駐
在
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

○
税
に
関
し
県
民
に
密
着
し
た
業
務
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
部
分
に
関
し
て
は
存
続
を
。

○
住
民
関
連
で
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
等
の
サ
ー
ビ
ス
低
下
は
避
け
る
よ
う
に
。

○
振
興
局
と
市
町
が
そ
れ
ぞ
れ
福
祉
事
務
所
を
有
し
て
い
る
。

○
住
民
か
ら
は
、
保
健
福
祉
の
分
野
で
振
興
局
が
何
を
担
っ
て
い
る
の
か
見
え
に
く
い
。

○
専
門
性
の
高
い
保
健
所
は
残
し
て
ほ
し
い
。

○
福
祉
事
務
所
機
能
や
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
の
な
い
よ
う
考
え
て
ほ
し
い
。

○
県
介
護
給
付
適
正
化
計
画
の
推
進
を
図
る
た
め
に
も
県
事
務
所
や
専
門
職
員
は
欠
か
せ

な
い
。

○
化
学
に
関
す
る
専
門
知
識
を
持
っ
た
専
門
職
員
に
よ
る
指
導
を
お
願
い
し
た
い
。

○
有
害
鳥
獣
対
策
に
つ
い
て
、
専
門
的
、
技
術
的
な
部
分
で
県
に
支
援
願
い
た
い
。

○
農
業
技
術
の
普
及
で
専
門
的
職
員
に
よ
る
現
場
指
導
を
評
価
し
て
い
る
。

○
地
域
住
民
へ
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
か
な
い
よ
う
対
応
い
た
だ
き
た
い
。

○
民
間
開
発
工
事
完
了
検
査
に
は
、
立
会
い
で
協
力
い
た
だ
い
て
い
る
。

○
許
認
可
業
務
、
県
道
の
維
持
、
雪
寒
対
策
に
つ
い
て
連
携
の
充
実
が
必
要
。

○
県
直
轄
事
業
に
お
い
て
は
、
専
門
性
を
活
か
し
た
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。

○
開
発
事
務
の
権
限
移
譲
に
備
え
事
務
体
制
を
整
備
中
で
あ
る
が
、
特
定
行
政
庁
に
関
し

て
は
県
に
事
務
が
残
る
が
、
本
庁
対
応
と
な
る
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
、
利
便
性
の
低
下
は
大

き
い
。

○
指
導
、
情
報
提
供
や
近
隣
市
町
と
の
連
携
な
ど
、
身
近
に
あ
る
こ
と
で
大
き
な
安
心
感

や
信
頼
感
が
あ
る
。

○
土
木
行
政
の
許
認
可
事
務
、
市
町
と
連
携
、
調
整
、
専
門
的
な
助
言
な
ど
県
職
員
（
建

設
管
理
部
）
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

○
都
市
計
画
法
開
発
許
可
等
に
関
す
る
権
限
は
2
1
年
度
よ
り
市
に
移
行
と
な
る
が
建
築
主

事
を
置
い
て
い
な
い
。
建
築
行
政
と
し
て
は
必
要
性
が
高
い
。

○
県
税
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
県
道
等
の
公
物
管
理
な
ど
で
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
強

化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

○
保
健
・
福
祉
の
専
門
職
員
の
確
保
が
難
し
く
、
保
健
所
等
の
支
援
や
連
携
に
よ
っ
て

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
。

○
保
健
所
機
能
は
広
域
調
整
機
能
、
精
神
障
害
者
緊
急
対
応
、
難
病
主
管
部
所
と
し
て
や

複
雑
困
難
な
ケ
ー
ス
の
市
町
支
援
等
に
お
い
て
必
要
で
あ
る
。

（ ５ ） サ ー ビ ス 提 供 機 能 に つ い て

○
農
産
物
生
産
向
上
の
た
め
、
県
民
に
身
近
な
位
置
に
あ
る
地
方
機
関
に
お
け
る
県
の
技

術
指
導
や
支
援
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
税
務
行
政
）

（
健
康
福
祉
行
政
）

（
環
境
行
政
）

（
農
業
行
政
）

（
土
木
行
政
）

○
水
質
汚
濁
お
よ
び
土
壌
汚
染
に
関
し
て
公
害
が
発
生
し
た
場
合
、
監
督
権
限
は
県
に
あ

り
、
現
地
に
最
も
近
い
県
事
務
所
で
の
迅
速
な
対
応
が
必
要
と
な
る
。

○
環
境
行
政
で
は
市
町
と
役
割
分
担
が
明
確
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
民
へ
の
対
応
が
ス

ム
ー
ズ
に
行
え
て
い
る
。

○
市
町
へ
の
権
限
移
譲
が
単
に
市
町
に
県
の
地
方
機
関
の
肩
代
わ
り
な
ら
ば
、
県
と
市
町

の
信
頼
関
係
を
損
な
う
。

○
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
能
は
県
民
に
と
っ
て
身
近
な
場
所
に
必
要
で
あ
り
、
県
民
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
を
招
く
よ
う
な
再
編
は
問
題
。

○
税
務
・
保
健
・
福
祉
・
環
境
・
森
林
・
農
業
・
土
木
行
政
に
関
し
て
専
門
性
の
機
能
が

低
下
す
る
見
直
し
は
混
乱
を
招
く
か
な
い
よ
う
機
能
を
維
持
さ
れ
た
い
。
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市
の
意
見

町
の
意
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
市
町
別
】

資
料
２

○
県
庁
と
振
興
局
の
役
割
分
担
を
県
民
に
分
か
り
や
す
く
示
す
べ
き
。

○
県
と
市
町
の
新
た
な
役
割
分
担
を
十
分
な
議
論
の
上
で
再
構
築
す
る
。

○
県
庁
・
振
興
局
・
市
で
重
複
し
て
い
る
部
分
は
、
組
織
の
ス
リ
ム
化
、
事
務
の
簡
素
化

を
お
願
い
し
た
い
。

○
振
興
局
は
、
連
絡
・
窓
口
機
能
、
軽
易
な
ハ
ー
ド
事
業
機
能
の
み
で
も
よ
い
。

○
本
庁
の
見
解
を
仰
が
な
く
て
よ
い
よ
う
振
興
局
へ
の
権
限
移
譲
が
必
要
。

問
題
発
生
時
に
お
け
る
即
時
対
応
可
能
な
振
興
局
の
人
員
確
保
と
指
導
体
制
を
確
立
し
て

ほ
し
い
。

○
県
職
員
の
専
門
的
な
指
導
と
調
整
機
能
体
制
を
図
っ
て
も
ら
い
た
い
。

○
各
行
政
分
野
ご
と
に
単
独
の
事
務
所
化
に
し
て
ほ
し
い
。

○
現
業
的
分
野
は
充
実
し
て
存
続
し
、
事
務
的
分
野
に
つ
い
て
は
合
理
化
が
必
要
。

○
小
規
模
町
へ
の
過
渡
的
な
経
過
措
置
が
必
要
。

○
小
規
模
町
の
事
情
、
本
庁
と
の
距
離
等
を
考
慮
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
一
律
的
な
見
直
し
で
な
く
、
地
域
事
情
を
考
慮
し
た
見
直
し
を
お
願
い
し
た
い
。

○
地
域
実
情
や
地
域
特
性
等
充
分
考
慮
さ
れ
た
中
で
の
見
直
し
を
さ
れ
た
い
。

○
道
州
制
を
視
野
に
入
れ
、
県
土
の
均
衡
あ
る
発
展
の
た
め
、
県
庁
機
能
の
分
散
（
分
庁

方
式
も
含
め
て
）
を
念
頭
に
見
直
し
を
。

○
現
場
を
管
理
す
る
分
野
や
非
常
時
の
対
応
、
県
民
が
訪
れ
る
窓
口
機
関
は
、
近
く
に
置

い
て
ほ
し
い
。

○
振
興
局
を
機
能
強
化
し
、
圏
域
内
の
各
市
町
間
を
総
合
調
整
で
き
る
組
織
と
し
て
ほ
し

い
。

○
地
域
の
事
情
を
把
握
し
て
る
身
近
な
振
興
局
に
相
談
で
き
る
体
制
は
残
し
て
ほ
し
い
。

○
市
町
と
国
の
関
係
が
変
化
す
る
な
か
、
県
全
体
の
広
域
調
整
機
能
を
強
化
す
べ
き
と
考

え
る
。

○
権
限
移
譲
に
つ
い
て
は
、
県
職
員
の
支
援
や
市
町
へ
の
派
遣
だ
け
で
は
困
難
で
あ
り
、

市
町
の
定
数
管
理
の
見
直
し
も
含
め
た
議
論
が
必
要
。

○
市
町
の
区
域
を
越
え
た
広
い
エ
リ
ア
を
視
点
と
し
た
施
策
展
開
や
情
報
発
信
が
必
要
と

考
え
る
。

○
合
併
を
し
て
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
と
、
し
た
と
こ
ろ
で
行
政
運
営
に
差
を
付
け
る
よ

う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
な
、
県
で
い
て
ほ
し
い
。

○
誰
で
も
分
か
る
県
の
組
織
を
考
え
て
ほ
し
い
。

○
県
全
体
の
活
性
化
を
進
め
る
に
は
、
各
地
域
で
の
活
性
化
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

○
県
市
の
枠
を
乗
り
越
え
協
働
す
べ
き
事
項
が
多
数
あ
る
。

○
廃
止
に
な
っ
た
場
合
、
安
直
に
市
町
に
事
務
移
管
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
た

い
。

○
市
町
へ
事
務
の
権
限
移
譲
は
、
人
的
、
財
政
的
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

○
（
仮
称
）
高
島
行
政
セ
ン
タ
ー
の
整
備
構
想
に
つ
い
て
真
剣
に
検
討
を
願
い
た
い
。

３ 県 が 総 合 地 方 機 関 の 見 直 し を 行 う 際 に 市 町 と し て 期 待 す る こ と 、 考 慮 し て ほ し い こ と

県
の
専
門
性
の
活
用

小
規
模
町
や
本
庁
と
の
距
離
へ
の
配
慮

○
地
域
振
興
と
格
差
是
正
の
観
点
か
ら
地
域
振
興
局
の
設
置
（
平
成
１
７
年
４
月
以
前
の

機
構
体
）
を
望
む
。

○
差
別
事
件
等
が
発
生
し
た
場
合
、
本
庁
に
集
約
さ
れ
た
場
合
で
も
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の

体
制
、
協
力
を
願
い
た
い
。

○
再
編
で
広
域
化
さ
れ
れ
ば
ス
ケ
ー
ル
デ
メ
リ
ッ
ト
か
ら
、
県
直
轄
事
業
に
つ
い
て
市
町

へ
の
権
限
移
譲
な
ど
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

○
市
が
求
め
る
振
興
局
と
町
が
求
め
る
振
興
局
に
は
温
度
差
が
あ
る
の
で
、
小
規
模
町
の

意
向
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
願
う
。

振
興
局
の
役
割
・
県
庁
と
の
役
割
分
担

要
望
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市
の
意
見

町
の
意
見

総
合
地
方
機
関
（
振
興
局
・
県
事
務
所
）
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
市
町
別
】

資
料
２

○
意
見
を
聴
く
だ
け
で
終
ら
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

○
早
く
県
の
原
案
を
提
示
願
い
た
い
。

○
振
興
局
管
内
の
市
町
の
意
見
交
換
の
機
会
を
持
っ
て
ほ
し
い
。

○
重
要
で
大
き
な
検
討
課
題
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
市
町
へ
の
意
見
照
会
等
の
期
間
が
短
す

ぎ
る
。

○
市
町
と
意
見
交
換
す
る
内
容
は
「
最
終
的
な
あ
り
方
」
で
あ
り
、
意
見
を
集
約
し
て
ビ

ジ
ョ
ン
を
掲
げ
、
「
当
面
の
対
応
」
と
し
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
。

３ 県 が 総 合 地 方 機 関 の 見 直 し を 行 う 際 に 市 町 と し て 期 待 す る こ と 、 考 慮 し て ほ し い こ と

そ
の
他

○
振
興
局
の
現
状
や
課
題
に
つ
い
て
は
、
県
に
お
い
て
評
価
、
検
証
し
、
各
市
町
の
意
見

や
要
望
を
十
分
に
踏
ま
え
て
、
見
直
し
案
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

○
見
直
し
の
目
的
を
明
確
に
し
、
今
後
の
県
、
市
町
の
役
割
分
担
や
行
政
の
方
向
性
な
ど

も
含
め
て
住
民
に
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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甲
賀
県
事
務
所
管
内

・
総
合
調
整
機
関
と
し
て
の
位
置
づ
け
は

大
き
く
、
地
域
の
県
事
業
、
圏
域
振
興
策

推
進
の
拠
点
と
し
て
貴
重
な
存
在
。

・
地
域
振
興
局
当
時
と
比
べ
権
限
、
予

算
、
体
制
が
縮
小
さ
れ
た
こ
と
等
に
よ
り
、

地
域
に
お
け
る
機
能
(特
に
本
庁
と
の
連

携
、
役
割
分
担
)が
県
民
に
と
っ
て
も
、

市
に
と
っ
て
も
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い

る
。

・
複
数
の
部
署
が
集
中
し
て
お
り
、
分
か

り
や
す
く
便
利
。

・
農
政
関
係
で
は
、
市
の
地
形
を
十
分

把
握
さ
れ
て
お
り
、
円
滑
な
事
業
の
遂
行

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

・
県
が
示
し
て
い
る
主
な
機
能
が
十
分
発

揮
で
き
て
い
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

・
横
(各
部
所
間
)の
連
携
を
執
る
総
合
調

整
窓
口
が
あ
る
と
良
い
。

・
本
庁
と
二
重
に
な
っ
て
い
る
事
務
が
あ

る
。
・
市
と
重
複
、
類
似
し
た
事
業
が
あ
る
。

・
県
土
木
事
業
に
つ
い
て
、
振
興
局
と
市

が
一
体
と
な
っ
て
事
業
を
推
進
し
て
い
る

現
状
。
振
興
局
は
、
も
っ
と
地
域
に
密
着

し
た
形
で
の
事
業
推
進
が
必
要
。

・
県
と
市
町
の
業
務
の
重
複
は
見
直
す

必
要
が
あ
る
。

・
地
域
の
状
況
、
経
過
等
を
把
握
し
て
お

り
、
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
県
職
員

に
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
。

・
本
庁
の
縦
割
り
が
き
つ
く
、
総
合
調
整

機
能
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
。

・
住
民
に
身
近
で
地
域
の
状
況
を
県
本

庁
よ
り
的
確
に
把
握
し
、
反
映
で
き
る
役

割
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
存
在
は
重
要
。

・
高
度
な
専
門
性
と
地
域
の
情
報
を
持
っ

て
お
り
、
市
町
に
と
っ
て
身
近
で
一
次
的

な
助
言
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
福
祉
圏
域
と
し
て
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を

活
か
し
て
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
整
備
、
実

施
さ
れ
て
い
る
。

・
本
庁
と
の
調
整
機
能
に
欠
け
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
改
善
が
望
ま
れ
る
。

・
地
域
振
興
局
独
自
の
権
限
か
弱
い
た

め
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
や
危
機
管
理
な
ど

の
部
門
を
除
き
必
要
性
は
少
な
い
。
特

に
総
務
部
門
は
県
庁
の
出
先
的
な
機

能
し
か
な
く
必
要
性
は
少
な
い
。

・
県
の
窓
口
機
関
、
相
談
機
関
と
し
て
身

近
な
存
在
で
あ
る
。

・
事
業
、
施
策
、
市
町
の
課
題
協
議
に
つ

い
て
、
地
域
の
実
情
を
把
握
い
た
だ
き

な
が
ら
、
適
切
な
情
報
と
助
言
が
得
ら
れ

て
い
る
。

・
本
庁
と
の
権
限
分
担
が
中
途
半
端
。

・
専
門
職
が
配
置
さ
れ
て
お
り
重
要
。
市

町
へ
の
出
向
を
積
極
に
願
い
た
い
。

・
振
興
局
の
存
在
に
よ
っ
て
県
を
身
近
に

感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
地
域
特
性
等
を
理
解
し
て
も
ら
っ
て
お

り
、
市
町
と
県
庁
と
の
調
整
・
連
携
等
に

お
い
て
期
待
が
大
き
い
。

・
本
庁
と
の
連
絡
・
窓
口
機
能
、
ハ
ー
ド

事
業
の
実
施
機
能
が
主
体
で
あ
り
、
ミ
ニ

県
庁
と
は
制
度
的
・
予
算
的
に
言
え
な

い
。
・
本
庁
と
の
役
割
分
担
が
不
明
確
。

湖
北
地
域
振
興
局
管
内

総
合
地
方
機
関
(
振
興
局
・
県
事
務
所
)
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
地
域
別
】

総 合 地 方 機 関 の 現 状 と 課 題 に つ い て

項
目

高
島
県
事
務
所
管
内

南
部
振
興
局
管
内

東
近
江
地
域
振
興
局
管
内

湖
東
地
域
振
興
局
管
内

資
料
３
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甲
賀
県
事
務
所
管
内

湖
北
地
域
振
興
局
管
内

総
合
地
方
機
関
(
振
興
局
・
県
事
務
所
)
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
地
域
別
】

項
目

高
島
県
事
務
所
管
内

南
部
振
興
局
管
内

東
近
江
地
域
振
興
局
管
内

湖
東
地
域
振
興
局
管
内

資
料
３

地 域 経 営 機 能 に つ い て

・
湖
西
は
お
ざ
な
り
。
疎
外
感
を
感
じ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
。

・
森
林
保
全
や
地
域
振
興
な
ど
、
様
々

な
課
題
を
抱
え
る
湖
西
ほ
ど
重
点
的
な

職
員
配
置
等
に
よ
る
地
域
経
営
が
必

要
。

・
本
来
市
で
行
う
が
、
県
が
担
う
役
割
が

明
確
で
な
い
。

・
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
。

・
道
路
、
河
川
、
公
共
交
通
、
医
療
、
教

育
な
ど
広
域
的
な
課
題
に
つ
い
て
は
、

県
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
。

・
基
本
的
に
市
が
実
施
す
る
と
し
て
も
、

広
域
的
振
興
策
、
公
共
交
通
、
広
域
的

観
光
振
興
、
環
境
問
題
な
ど
は
県
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
。

・
市
町
単
独
で
進
め
て
い
く
に
は
限
界
が

あ
る
。
広
域
で
の
地
域
振
興
の
推
進
に

は
、
振
興
局
の
役
割
は
重
要
。

・
地
域
振
興
の
主
体
は
市
町
で
あ
る
が
、

振
興
局
と
の
連
携
の
下
に
振
興
は
成
り

立
っ
て
い
る
。
県
は
、
広
域
的
・
専
門
的

視
点
か
ら
、
連
携
・
調
整
・
情
報
提
供
等

の
支
援
を
す
べ
き
。

・
観
光
、
ご
み
処
理
、
消
防
事
業
、
保
健

福
祉
な
ど
、
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し

た
広
域
的
な
取
組
が
必
要
な
部
門
に
つ

い
て
、
振
興
局
の
一
層
強
い
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

・
圏
域
の
位
置
づ
け
、
課
題
の
把
握
、
施

策
の
方
向
性
な
ど
、
市
町
と
共
通
認
識

が
で
き
て
い
な
い
。

・
障
害
福
祉
は
、
圏
域
事
業
と
し
て
取
組

む
と
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
が
生
か
さ
れ
る
。

振
興
局
が
廃
止
さ
れ
る
と
サ
ー
ビ
ス
提

供
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
や
、
障
害
者
自

立
支
援
法
で
県
の
責
務
と
明
示
さ
れ
て

い
る
広
域
調
整
が
市
町
に
転
嫁
さ
れ
る

こ
と
を
危
惧
す
る
。

・
圏
域
の
発
展
、
向
上
に
資
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
も
っ
と
調
整
機
能
を
発
揮
し
て

ほ
し
い
。

・
地
域
特
性
へ
の
対
応
が
で
き
て
い
な

い
。
・
圏
域
内
市
町
間
の
調
整
は
市
町
で
で

き
る
の
で
、
圏
域
を
超
え
た
市
町
間
の

調
整
、
国
と
の
調
整
を
し
て
ほ
し
い
。

・
地
域
振
興
は
市
町
が
主
体
で
行
う
べ

き
も
の
。
先
進
事
例
や
国
の
動
向
等
の

情
報
提
供
を
し
て
ほ
し
い
。

総 合 調 整 機 能 に つ い て

・
地
域
の
課
題
に
総
合
的
・
機
動
的
に

対
応
す
る
た
め
に
は
、
地
域
の
実
情
を

把
握
で
き
る
振
興
局
の
存
在
は
不
可

欠
。
・
県
事
務
所
に
は
総
合
調
整
機
能
が
付

与
さ
れ
て
い
な
い
。
地
域
の
格
差
を
是

正
し
、
課
題
に
積
極
的
に
対
応
す
る
た

め
に
は
、
あ
り
方
を
抜
本
的
に
見
直
す

必
要
が
あ
る
。

・
部
局
横
断
的
、
機
動
的
な
対
応
を
行
う

組
織
体
と
な
っ
て
い
な
い
。
総
合
調
整

機
能
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
。

・
医
療
機
関
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

な
ど
広
域
的
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
調
整

機
能
が
必
要
。

・
現
場
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
市
町
と
情
報

共
有
す
る
中
で
連
携
し
、
協
働
の
体
制

を
確
立
す
る
必
要
あ
り
。

・
市
町
に
よ
っ
て
地
域
特
性
や
課
題
が

異
な
り
、
市
町
間
の
調
整
は
困
難
。
県
に

よ
る
総
合
調
整
は
必
要
不
可
欠
。

・
内
容
に
よ
っ
て
は
、
振
興
局
で
し
か
調

整
で
き
な
い
事
項
も
あ
る
。

・
ミ
ニ
県
庁
と
し
て
の
総
合
調
整
機
能
は

発
揮
さ
れ
て
い
な
い
。

・
分
野
に
よ
っ
て
は
(福
祉
、
大
規
模
開

発
)、
地
域
の
調
整
機
能
が
発
揮
で
き
て

い
な
い
部
分
あ
り
。

・
各
セ
ク
シ
ョ
ン
の
業
務
が
専
門
化
し
て

お
り
、
調
整
機
能
ま
で
期
待
す
る
の
は

無
理
。

・
市
町
間
の
調
整
、
局
内
調
整
機
能
が

あ
る
と
は
言
い
難
い
。
体
制
の
強
化
が

必
要
。

・
ニ
ー
ト
、
引
き
こ
も
り
な
ど
、
現
代
的
課

題
に
つ
い
て
対
応
が
で
き
て
い
な
い
。
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甲
賀
県
事
務
所
管
内

湖
北
地
域
振
興
局
管
内

総
合
地
方
機
関
(
振
興
局
・
県
事
務
所
)
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
地
域
別
】

項
目

高
島
県
事
務
所
管
内

南
部
振
興
局
管
内

東
近
江
地
域
振
興
局
管
内

湖
東
地
域
振
興
局
管
内

資
料
３

市 町 へ の 支 援 機 能 に つ い て

・
基
礎
自
治
体
と
し
て
専
門
的
な
知
識

や
体
制
が
整
っ
て
い
な
い
中
で
、
今
後

と
も
支
援
願
い
た
い
(税
務
、
農
政
、
林

業
、
環
境
)。

・
支
援
機
能
に
併
せ
た
予
算
的
配
慮
が

な
い
。

・
情
報
提
供
、
相
談
、
助
言
な
ど
に
期
待

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
(農
政
、
保
健
福

祉
)。

・
専
門
的
分
野
(農
業
普
及
、
緑
化
推

進
、
都
市
計
画
な
ど
)に
つ
い
て
、
県
か

ら
の
派
遣
に
よ
り
専
門
職
員
の
育
成
が

必
要
。

・
県
の
負
担
で
、
市
へ
の
専
門
職
員
の

派
遣
を
願
い
た
い
。

・
県
事
務
所
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
等
に
よ

り
円
滑
に
事
務
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
て

い
る
(介
護
保
険
関
係
)。

・
小
規
模
町
や
財
政
力
の
弱
い
市
町
に

は
専
門
性
の
高
い
県
職
員
に
よ
る
助

言
、
支
援
が
必
要
。
振
興
局
の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
に
期
待
。

・
振
興
局
は
気
軽
に
相
談
で
き
、
県
全

体
の
情
勢
や
圏
域
内
の
状
況
等
を
踏
ま

え
、
適
切
な
助
言
を
も
ら
え
て
い
る
。

・
合
併
に
よ
り
支
援
機
能
へ
の
期
待
は

減
少
し
て
い
る
。

・
人
的
支
援
(専
門
職
員
の
派
遣
)を
中

心
に
、
強
化
さ
れ
た
い
(農
業
改
良
普
及

員
な
ど
)。

・
町
の
事
情
に
も
詳
し
く
、
身
近
に
相
談

が
可
能
。
距
離
的
に
近
く
対
処
も
早
い
。

町
に
は
大
き
な
味
方
。

・
専
門
性
の
観
点
か
ら
の
指
導
・
助
言
、

市
町
へ
の
人
員
派
遣
を
し
て
ほ
し
い
(保

健
師
な
ど
)。

・
振
興
局
と
本
庁
と
で
助
言
の
内
容
が
異

な
る
こ
と
が
あ
る
。

・
本
来
振
興
局
で
行
う
べ
き
事
務
を
市

町
に
押
し
つ
け
て
い
な
い
か
。

危 機 管 理 機 能 に つ い て

・
震
災
の
際
、
県
管
理
の
道
路
、
河
川

の
被
害
状
況
の
早
期
把
握
や
県
本
部
と

の
協
議
調
整
等
、
県
事
務
所
の
役
割
は

大
き
い
。
県
事
務
所
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に

大
き
な
期
待
あ
り
。

・
平
常
時
か
ら
市
と
の
連
絡
調
整
や
防

災
訓
練
な
ど
を
通
じ
た
減
災
に
つ
い
て
、

共
同
体
制
が
必
要
。

・
水
質
汚
濁
、
土
壌
汚
染
な
ど
の
公
害
、

化
学
物
質
流
出
事
故
の
対
応
な
ど
、
即

座
に
対
応
で
き
る
県
の
専
門
職
員
の
配

置
が
地
域
に
必
要
。

・
豪
雪
等
に
対
す
る
県
の
状
況
確
認
機

能
、
県
道
等
の
除
雪
体
制
を
現
地
に
配

備
し
て
お
く
必
要
あ
り
。

・
災
害
時
は
も
ち
ろ
ん
、
平
時
の
パ
ト

ロ
ー
ル
に
つ
い
て
も
、
現
地
に
近
い
振

興
局
・
県
事
務
所
の
役
割
は
重
要
。

・
危
機
管
理
面
で
市
と
の
連
携
が
有
効

に
機
能
し
て
い
る
か
疑
問
。

・
土
砂
災
害
へ
の
警
戒
、
一
級
河
川
の

堤
防
点
検
・
水
位
監
視
・
洪
水
調
整
池

の
管
理
等
水
防
に
係
る
市
と
の
連
携
強

化
が
必
要
。

・
管
理
瑕
疵
が
問
わ
れ
る
事
例
が
相
次

い
で
い
る
中
で
、
現
物
(道
路
や
河
川
)

に
身
近
な
管
理
者
が
必
要
。

・
危
機
管
理
は
現
場
に
近
い
と
こ
ろ
で
担

う
べ
き
も
の
。
振
興
局
の
役
割
は
重
要
。

・
現
状
で
も
十
分
と
は
言
え
な
い
。

・
よ
り
現
場
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
状
況
把

握
が
早
急
に
行
え
る
。
現
場
と
本
庁
と
の

パ
イ
プ
役
と
し
て
重
要
。

・
防
災
面
だ
け
で
な
く
、
保
健
所
機
能
を

含
め
、
地
域
に
精
通
し
て
い
る
専
門
的

な
職
員
は
不
可
欠
。

・
三
師
会
等
の
広
域
的
な
役
割
・
機
能

が
期
待
さ
れ
て
い
る
団
体
・
組
織
と
の
調

整
な
ど
、
市
町
単
位
で
は
で
き
に
く
い
部

分
は
振
興
局
で
担
え
る
よ
う
体
制
の
整

備
を
願
い
た
い
。

・
被
害
が
市
町
に
ま
た
が
る
可
能
性
が

大
き
く
、
振
興
局
の
危
機
管
理
機
能
は

必
要
。
特
に
市
町
域
を
超
え
る
河
川
に

関
す
る
災
害
等
に
つ
い
て
必
要
。

・
保
健
所
を
中
心
と
し
た
危
機
管
理
機
能

を
強
化
し
て
ほ
し
い
。

・
集
団
的
な
健
康
被
害
(鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
な
ど
)へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
継
続

し
て
迅
速
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
さ
れ
た

い
。
・
情
報
シ
ス
テ
ム
が
整
え
ら
れ
て
い
る
中

で
、
振
興
局
に
こ
の
機
能
は
必
要
な

い
。

・
市
町
を
超
え
た
災
害
へ
の
対
応
に
つ

い
て
振
興
局
の
果
た
す
役
割
は
重
要
。

・
情
報
収
集
や
初
期
対
応
の
面
か
ら
県

の
機
関
が
近
く
に
あ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
。
・
感
染
症
な
ど
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
振
興
局
・
保
健
所
の
指
揮

命
令
機
能
を
発
揮
さ
れ
た
い
。

・
振
興
局
・
市
間
間
で
連
携
し
て
い
る
事

例
は
な
い
。

サ ー ビ ス 提 供 機 能 に つ い て

・
県
税
関
係
や
県
道
等
の
公
物
管
理
な

ど
の
機
能
は
強
化
す
べ
き
。

・
従
前
か
ら
行
っ
て
い
る
行
政
サ
ー
ビ
ス

機
能
は
維
持
す
べ
き
(税
務
、
福
祉
、
環

境
、
森
林
、
農
業
、
土
木
)。

・
今
ま
で
振
興
局
が
担
っ
て
き
た
行
政

サ
ー
ビ
ス
は
継
続
し
て
実
施
す
べ
き
。

・
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
機
能
は
、
県
民
に

と
っ
て
身
近
な
場
所
に
必
要
で
あ
り
、
県

民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
招
く
よ
う
な
再
編

は
問
題
が
多
い
。

・
対
住
民
サ
ー
ビ
ス
(税
務
、
防
犯
、
防

災
、
環
境
保
全
、
廃
棄
物
対
策
、
労
働

相
談
、
保
健
、
福
祉
な
ど
)は
、
地
域
単

位
で
維
持
・
強
化
す
べ
き
。

・
各
種
申
請
の
窓
口
機
能
は
継
続
す
べ

き
。

・
税
の
徴
収
、
公
害
、
動
物
管
理
、
農
業

振
興
、
農
地
法
に
基
づ
く
許
認
可
な
ど
、

専
門
知
識
を
要
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い

て
は
、
小
規
模
町
で
は
対
応
が
難
し
く
、

振
興
局
で
継
続
し
て
実
施
さ
れ
た
い
。

・
実
施
主
体
が
県
か
市
町
か
の
十
分
な

検
討
が
必
要
。

・
見
直
し
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
提
供
窓
口

が
遠
く
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。

・
県
直
轄
事
業
に
つ
い
て
は
、
専
門
性
を

活
か
し
た
取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
。
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甲
賀
県
事
務
所
管
内

湖
北
地
域
振
興
局
管
内

総
合
地
方
機
関
(
振
興
局
・
県
事
務
所
)
に
つ
い
て
の
市
町
意
見
＜
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
＞
と
り
ま
と
め
【
地
域
別
】

項
目

高
島
県
事
務
所
管
内

南
部
振
興
局
管
内

東
近
江
地
域
振
興
局
管
内

湖
東
地
域
振
興
局
管
内

資
料
３

・
今
後
も
圏
域
ご
と
に
県
政
推
進
の
役

割
を
担
う
組
織
が
必
要
。

・
地
域
振
興
(ま
ち
づ
く
り
や
産
業
振
興
)

は
、
高
度
な
視
点
を
も
っ
た
協
働
の
観

点
か
ら
進
め
る
べ
き
。

・
計
画
的
・
効
果
的
な
施
策
を
推
進
す
る

た
め
に
は
、
何
よ
り
も
地
域
の
実
情
を
十

分
に
把
握
し
な
が
ら
事
業
推
進
に
努
め

る
こ
と
が
大
切
。
地
域
振
興
と
格
差
是
正

の
観
点
か
ら
地
域
振
興
局
の
設
置
を
強

く
望
む
。

・
市
町
間
の
総
合
調
整
機
能
を
強
化
す

べ
き
。

・
本
庁
と
の
重
複
機
能
を
な
く
し
、
組
織

の
ス
リ
ム
化
を
す
べ
き
。

・
権
限
移
譲
を
進
め
、
振
興
局
に
お
い
て

判
断
(決
裁
)で
き
る
体
制
づ
く
り
が
必

要
。
・
県
の
専
門
職
員
の
能
力
が
市
町
に
活

か
さ
れ
る
体
制
づ
く
り
が
必
要
。

・
人
口
増
の
地
域
で
は
行
政
ニ
ー
ズ
の

増
加
も
見
込
ま
れ
る
。
そ
う
し
た
地
域
で

行
革
の
名
の
下
に
組
織
の
ス
リ
ム
化
を

行
う
こ
と
は
、
現
状
を
無
視
し
た
誤
っ
た

方
向
で
あ
る
。

・
県
の
持
つ
専
門
性
を
市
町
に
活
か
し

て
ほ
し
い
。

・
広
域
的
な
取
組
、
高
度
で
専
門
的
な

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
体
制
が
必

要
。
・
何
の
た
め
に
見
直
し
を
行
う
の
か
目
的

を
明
確
に
し
、
し
っ
か
り
と
住
民
に
説
明

す
る
こ
と
が
必
要
。

・
県
と
市
町
の
新
た
な
役
割
分
担
を
十

分
議
論
の
上
で
、
再
構
築
し
て
ほ
し
い
。

・
市
町
間
で
規
模
の
違
い
に
よ
る
組
織

体
制
の
充
実
度
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る

た
め
、
一
律
的
な
見
直
し
で
は
な
く
、
地

域
事
情
を
考
慮
し
た
見
直
し
を
願
い
た

い
。

・
県
の
専
門
分
野
で
の
技
術
力
は
高

い
。
見
直
し
に
あ
っ
て
は
、
専
門
性
の
低

下
を
避
け
、
人
材
活
用
の
方
策
(市
町
へ

の
人
の
派
遣
)を
考
慮
願
い
た
い
。

・
県
の
組
織
の
ス
リ
ム
化
に
よ
り
市
町
の

負
担
の
増
大
や
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下

の
な
い
よ
う
願
い
た
い
。

・
国
の
情
報
に
つ
い
て
、
振
興
局
で
も
い

ち
早
く
確
認
で
き
る
こ
と
。
ま
た
、
振
興
局

限
り
で
、
市
町
の
求
め
に
的
確
に
助
言

が
で
き
る
よ
う
さ
れ
た
い
。

・
市
が
求
め
る
振
興
局
と
町
が
求
め
る
振

興
局
と
で
は
温
度
差
が
あ
る
。
小
規
模

町
の
意
向
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
お
願
い

し
た
い
。

・
福
祉
事
務
所
の
機
能
、
サ
ー
ビ
ス
が
低

下
し
な
い
よ
う
配
慮
願
い
た
い
。

・
権
限
と
責
任
が
不
明
確
な
現
状
を
解

消
し
、
各
行
政
分
野
ご
と
に
単
独
の
事

務
所
に
し
て
ほ
し
い
。

・
地
域
住
民
の
身
近
な
県
組
織
と
し
て
の

役
割
を
奪
う
こ
と
の
な
い
よ
う
し
て
ほ
し

い
。

・
振
興
局
に
お
い
て
、
専
門
的
知
識
を

も
っ
た
職
員
の
重
点
配
置
、
市
町
と
の

情
報
交
換
な
ど
、
従
前
以
上
に
期
待
し

た
い
。

・
環
境
、
農
林
、
税
務
関
係
に
お
い
て
、

専
門
的
な
助
言
を
願
い
た
い
。

・
職
員
の
派
遣
な
ど
の
支
援
体
制
を
強
く

望
む
。

・
振
興
局
の
廃
止
、
縮
小
は
避
け
て
通

れ
な
く
て
も
、
事
業
カ
ッ
ト
は
避
け
ら
れ
た

い
。
・
権
限
は
で
き
る
だ
け
振
興
局
に
移
譲

す
べ
き
。

・
振
興
局
は
、
連
絡
・
窓
口
機
能
、
軽
易

な
ハ
ー
ド
事
業
機
能
の
み
で
も
よ
い
。

・
住
民
生
活
に
直
結
し
た
部
門
は
充
実

さ
せ
る
。

・
広
域
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
住
民
に

と
っ
て
望
ま
し
い
サ
ー
ビ
ス
は
、
県
で
実

施
す
べ
き
。

・
出
来
る
限
り
振
興
局
へ
権
限
と
財
源
を

移
譲
し
て
ほ
し
い
。

・
小
規
模
町
の
内
情
、
本
庁
と
の
距
離
、

地
域
特
性
等
を
十
分
考
慮
し
な
が
ら
見

直
し
を
さ
れ
た
い
。

・
県
民
の
視
点
か
ら
、
県
や
市
の
枠
を
超

え
て
協
働
す
べ
き
事
項
が
多
数
あ
る
。

・
行
政
セ
ン
タ
ー
の
整
備
構
想
に
つ
い

て
真
剣
に
検
討
を
願
い
た
い
。

・
振
興
局
の
見
直
し
に
絡
み
、
市
町
へ
の

権
限
移
譲
を
新
た
に
行
う
場
合
、
必
要

な
財
源
に
つ
い
て
も
併
せ
て
移
譲
さ
れ

る
よ
う
願
い
た
い
。

・
今
回
の
総
合
地
方
機
関
の
再
編
に
向

け
て
の
県
の
姿
勢
は
、
縮
小
の
結
論
あ
り

き
で
、
あ
ま
り
に
拙
速
で
は
な
い
か
。

・
早
期
に
、
県
の
見
直
し
原
案
を
提
示
願

い
た
い
。

・
振
興
局
ご
と
の
意
見
交
換
の
機
会
を

つ
く
っ
て
ほ
し
い
。

・
地
域
に
よ
っ
て
温
度
差
が
あ
る
た
め
、

意
見
交
換
会
は
、
振
興
局
単
位
で
開
催

し
て
ほ
し
い
。

・
重
要
で
大
き
な
検
討
課
題
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
市
町
へ
の
意
見
照
会
の
期
間
が

短
す
ぎ
る
。

県 が 総 合 地 方 機 関 の 見 直 し を 行 う 際 に 、 市 町 と し て 期 待 す る こ

と 、 考 慮 し て ほ し い こ と に つ い て

そ の 他

4
/
4
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　　　　　　　　　　　　　　市町名：　　　　　　　　　　　

１　総合地方機関の現状と課題について

２　現在の総合地方機関に対する評価について

（１） 地域経営機能について

（２） 総合調整機能について

（３） 市町への支援機能について
・基礎自治体として、まだ体制が整っていないところがある。市町の体制
　整備や地域内調整等で県のリーダーシップを期待したい。

　県域内の市町の行財政シ
ステムの構築の支援、政策
立案の補完および助言の機
能ならびに市町合併の推進
支援機能

・振興局に言えば県庁の仕事だと言われ、県庁に言えば振興局の仕事だと言われることがある。
・東近江地域振興局の田園振興第一課、第二課、愛知川流域田園整備事務所の仕事の区分で、県民から
　見てわかりにくいところがある。
・重複を残し、重複の部分は、パートナーとして互いに進めていくべきではないか。県は、専門性を
　持っているが、現場をよく知っているのは市町であり、補完し合うことが必要である。
・県との協働を感じるとともに、県庁との間を取り持つところであり、県を身近に感じる。

・振興局の存在は小さな町にとってありがたい。圏域振興や、小さな町に
　対する地域の調整機能を発揮してもらいたい。
・地域振興は、本来市が行い、県はその把握に努めるべき。

　縦割りで所管されていた
事業について部局横断的、
機動的な対応を行うため、
組織を地域振興局として一
体化し、強化された機能

（意見・理由）

・総合調整機能がないと、どこかの観点が抜けてしまうことがあり、振興
　局の総合調整機能は十分考えてほしい。本庁では複数の部局にまたがる
　話でも、振興局では１カ所でいろいろな観点から助言がもらえる。

（意見・理由）

　圏域の一体的、総合的発
展を図るため、県域内の総
合的な地域経営を行う機能

総合地方機関（振興局・県事務所）についての市町意見＜ワークシート＞

（意見・理由）

（意見・理由）
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（４） 危機管理機能について

（５） サービス提供機能について

・県民サービス関係行政

・税務行政

・健康福祉行政

・環境行政

・森林行政

・農業行政

・土木行政

３　県が総合地方機関の見直しを行う際に、市町として期待すること、考慮してほしいことについて

〔小規模町への配慮〕

〔県の専門性の活用〕

〔振興局の役割・県庁との役割分担〕

〔その他〕

・地域の方向性や均衡発展を視野に入れた見直しをしてほしい。

・経済的、文化的な観点で役割を担えるような体制を整備すべき。

４　その他意見等がありましたらご自由にご記入ください。

※必要に応じて意見・理由等の欄を広げてご記入ください。

（意見・理由）

　現地に近いところで初期
対応および情報収集を行う
ため、県域をエリアとし、
地域振興局として総合的な
体制で局長の指揮命令のも
とに行う危機管理の機能

（意見・理由）

（意見・理由）

　地域振興局として組織さ
れる以前から、各事務所が
担ってきた県の地方機関と
しての行政サービス提供の
機能

・住民は振興局の機能より、県民サービスに関心がある。
・県職員の専門性を高く評価している。これの活かし方、人的活用につい
　て考えてほしい。

・ハザードマップなど危機管理体制について検討してもらっている。

・専門性の機能が低下する改革は良くない。
・県職員の専門性を高く評価している。これの活かし方、人的活用について考えてほしい。（再掲）

・どの地域も同じやり方ではなく、小規模町や地域の違いに配慮していただきたい。
・振興局の存在は小さな町にとってありがたい。圏域振興や、小さな町に対する地域の調整機能を発揮
　してもらいたい。（再掲）

・県との協働を感じるとともに、県庁との間を取り持つところであり、県を身近に感じるところ。振興
　局を残しておいてほしい。（再掲）

・振興局に言えば県庁の仕事だと言われ、県庁に言えば振興局の仕事だと言われることがある。県庁と
　振興局等の役割分担が曖昧なので、振興局に権限移譲を進め、身近な振興局で済むようにしてほし
　い。（再掲）
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■　第２回　　日　 時：平成20年６月30日(月)　10時～11時30分
　　　　 　　　　場　 所：県庁東館７階大会議室
　　　　          出席者：（市町）24市町総務・企画担当部課長等（２市町欠席）
　　　　　　　　　　　　　  （ 県　）人事課長、経営企画室長、自治振興課長　他

＜振興局・県事務所についての県市町意見交換会開催経過＞

■　第１回　　日　 時：平成20年６月13日(金)　10時～11時40分
　　　　　　 　　場　 所：厚生会館別館４階大会議室
　　　　　　 　　出席者：（市町）24市町総務・企画担当部課長等(２市町欠席)
　　　　　　      　　　　　（ 県　）人事課長、経営企画室長、自治振興課長　他

■　６月13日(金)
　　　　　　　　～18日(水)

各市町における総合地方機関(振興局・県事務所)についての市町意見
＜ワークシート＞の作成
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資料１参考①

第１回滋賀県・市町調整会議 意見交換概要

□ 日 時 平成 20年 6月 2日午前 10時～ 11時 30分
□ 場 所 県庁新館 7階大会議室
□ 参集者 市町： 大津市副市長他 16副市町長

甲賀市総務部長他 8部課長
県 ： 澤田副知事、田口副知事、川口総務部長、西嶋経営企画監

経営企画室長、人事課長、自治振興課長、振興局等

□ 意見交換概要

＜総合地方機関のあり方を考えるにあたって＞

○ 道州制の議論がある中、地方機関のあり方の前提として、県のあり方、県全体をどう
考えるのか。

○ 県庁と振興局職員それぞれの間における効率化の評価や機能の成果、問題点の評価。
・ 農業団体の関係の話で、振興局ではなかなか結論を出してもらえないことがあった。

＜総合地方機関のあり方を考えるポイント＞

○ 住民は振興局の機能より、県民サービスに関心がある。県がどこまで直接サービスを
提供するかが問題。地域振興は、本来市が行い、県はその把握に努めるべき。

○ 流動的な中で圏域をどうするかは難しいが、県が現時点で示すことによって、市町が
今後を考えるということもある。

○ 方向性が決まっているものについて、振興局は非常によくやってもらっているが、方
向性、目標がセットされていないものには弱いところがある。基本構想に加えて、圏域
別の振興策を示すべき。

○ 経済的、文化的な観点で役割を担えるような体制を整備すべき。

○ 地方機関の見直しは、直感的に廃止、縮小に向けて動いているのかと思う。

○ 本来のあるべき姿と現実にギャップがあり、県庁と振興局等の役割分担が曖昧で、か
つ振興局の総合調整機能が弱い。職員の資質にもよるが、本庁に縦割り的な考えが強い
ことにもよる。振興局に権限移譲が進み、身近な振興局で済むのがよい。
・ 振興局に言えば県庁の仕事だと言われ、県庁に言えば振興局の仕事だと言われることがある。
・ 振興局に行っても県庁に聞けと言われ、振興局が置かれる前と変わらない。

○ 県民から見て分かりにくいところがある。
・ 東近江地域振興局の田園振興第一課、第二課、愛知川流域田園整備事務所の仕事の区分。

○ 市と県とで全体として機能分担されているものの、一部振興局と市町村で重複してい
る事務があった。
・ 道路関係では、県道は県で、市道は市。
・ 介護関係の啓発について、市町村と重複。

○ 県と市町で役割分担が必要だが、度が過ぎると無責任になる。重複を残し、重複の部
分は、パートナーとして互いに進めていくべきではないか。県は、専門性を持っている
が、現場をよく知っているのは市町であり、補完し合うことが必要である。意見交換の
場が必要。



- 2 -

＜今後の総合地方機関への期待＞

○ 国や県の制度改革による住民の不満に市町は対峙しなければならず、自らスリム化す
るとともに、市民の満足度を低下させないようにしていきたいという思いがある。県土
の南北格差にどう向き合うか、本庁と振興局で課題を共有してもらいたい。

○ 県の職員の専門性を高く評価している。これの活かし方、人的活用を考えてほしい。

○ 振興局の存在は小さな町にとってありがたい。圏域振興や、小さな町に対する地域の
調整機能を発揮してもらいたい。総合調整機能がないと、どこかの観点が抜けてしまう
ことがあり、振興局の総合調整機能は十分考えてほしい。
・ 本庁では複数の部局にまたがる話でも、振興局では１カ所でいろいろな観点から助言をもらえる。

○ 基礎自治体として、まだ体制が整っていないところがある。県のリーダーシップを期
待したい。地域の人口規模等で整理するのではなく、地域の方向性や均衡発展を視野に
入れた見直しをしてほしい。
・ 県の広域性、専門性により各分野で指導してもらっている。

○ 見直しは必要。人員削減によりスリム化されると専門分野が減るのではないか。振興
局を一定統合しても、専門性の機能が低下する改革は良くない。どの地域も同じやり方
ではなく、小規模町や地域の違いに配慮していただきたい。

○ 県との協働を感じるとともに、振興局は、小さな町にとって県庁との間を取り持つと
ころであり、県を身近に感じる所である。振興局を残しておいてほしい。
・ 土木サイドの河川愛護や農林サイドの有害鳥獣対策の取組などにおいて一生懸命やってもらっている
職員もある。

○ 小さな県民の声をしっかり把握して、県政に活かしてほしい。

□ 確認事項

市町の部課長レベルでの検討会を設置し、議論を掘り下げ、7月中旬を目途に調整会
議で市町の意見としてとりまとめることが、確認された。



総合地方機関（振興局等）の見直しスキーム

   　　　　現状・課題整理
 

  　・総合地方機関の現状
　  ・見直しの背景/視点
    ・検討項目における見直しのあり方

　　　　　　　　　論点整理

　　・振興局機能の現状／課題
　　・見直しの背景（必要性）
　　・見直しの視点・考え方
　　　（理念､ビジョン､実施時期､留意点）
　　・ 機能･組織･所管区域の考え方
　　　 （素案的とりまとめ)

　　　　　　　　   　　見直し方針
　　・背景
　　・見直しの考え方
　　　（理念､ビジョン､実施時期､留意点）
　　・見直しの進め方
　　　(機能､組織､所管区域について)

 振興局等設置条例等改正

市町意見聴取
　県市町調整会議
　県市町意見交換会

最終的なあり方
（検討課題）

当面の対応

庁内各課の検討
行革連絡員会議

県会委員会報告 県政経営会議

9月議会方針説明

自治創造会議

県市町調整会議

12月議会議案提出

見直しの実施(H21.4）

庁内各課の意見
行革連絡員会議

市町への権限移譲
小規模町の基本的なあり方

地方分権改革推進委員会
29次地方制度調査会
合併新法（構想市町の動向）

自治創造会議

県会委員会報告

行革調整会議

行革調整会議

県政経営会議

 資料１参考②
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１．本検討会の目的

２．検討会の運営

(1)委員構成

○学識経験者：１名

○市町委員　：８名　（各市町福祉医療主管部課長）

○県委員　　：７名

(2)開催経過

○第１回会議  平成２０年５月２７日（火）　10:00～12:00

○第２回会議  平成２０年６月２５日（水）　10:00～12:00

○第３回会議  平成２０年７月１５日（火）　10:00～12:00

(3)主要な論点（議題）

○第１回会議 

・県の福祉医療費助成制度の現状等について

・福祉医療制度の課題の抽出等について

○第２回会議

・制度運営上の課題について

・福祉医療制度のよりよい姿について

○第３回会議

・福祉医療制度検討会のまとめについて

３．検討の内容について

(1)制度運営上の課題

①障害者入所施設の住所地特例について

⇒ 平成２１年８月の住所地特例の導入に向け、別途調整を行う。

②健康保険法等改正に伴う低所得老人の福祉医療費について

⇒ 国の動向を注視しつつ、年齢による逆転現象を回避すべきではないか。

③長寿医療制度に伴う重度心身障害者等の福祉医療費について

⇒ 引き続き制度周知に努めつつ、「選択可能」な制度の維持が望まれる。

(2)福祉医療制度のよりよい姿

①セーフティネットの確保について

②制度の安定的運営について

　福祉医療制度が自助、共助、公助のバランスのとれた持続的・安定的なよりよい制度と
なるよう検討する。

福祉医療制度検討会の状況について

取組の方向

取組の方向

取組の方向

取組の方向

取組の方向

資料３


